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�愛媛県規則第５号
結核予防法施行細則を廃止する規則を次のように定める。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

結核予防法施行細則を廃止する規則

結核予防法施行細則（昭和５６年愛媛県規則第２１号）は、廃止する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第６号
愛媛県職場適応訓練委託規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県職場適応訓練委託規則の一部を改正する規則

愛媛県職場適応訓練委託規則（昭和３９年愛媛県規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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改 正 後 改 正 前

（委託契約の変更及び解除）

第１４条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委託契

約を職場適応訓練委託契約変更・解除通知書により受託事業主に

通告して変更し、又は解除することができる。

�・� 省略

� 当該職場適応訓練生が高年齢者等の雇用の安定等に関する法

律（昭和４６年法律第６８号）第２０条の中高年齢失業者等求職手帳

の発給を受けた者である場合は、当該手帳が失効したとき又は

同法第２４条第３項の規定に基づき公共職業安定所長が指示を変

更したとき。

�・� 省略

様式第１号（第４条関係） 職場適応訓練申込書

省略

（委託契約の変更及び解除）

第１４条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委託契

約を職場適応訓練委託契約変更・解除通知書により受託事業主に

通告して変更し、又は解除することができる。

�・� 省略

� 当該職場適応訓練生が高年齢者等の雇用の安定等に関する法

律（昭和４６年法律第６８号）第１２条の中高年齢失業者等求職手帳

の発給を受けた者である場合は、当該手帳が失効したとき又は

同法第１６条第３項の規定に基づき公共職業安定所長が指示を変

更したとき。

�・� 省略

様式第１号（第４条関係） 職場適応訓練申込書

省略

省略 省略

省略 省略 省略 省略

指示の

種 類

中高年齢失業者

等、広域就職適格者、激甚災害地域離職者、激甚

災害による内定取消し未就職卒業者、へき地又は

離島の居住者、４５歳以上の求職者等、知的障害

者、母子家庭の母等、中国残留邦人等永住帰国

者、離農転職者、漁業離職者、一般旅客定期航路

事業等離職者、特定漁業離職者、精神障害者、港

湾運送事業離職者、北朝鮮帰国被害者等

指示の

種 類

受給資格者、特例受給資格者、中高年齢失業者

等、広域就職適格者、激甚災害地域離職者、激甚

災害による内定取消し未就職卒業者、へき地又は

離島の居住者、４５歳以上の求職者等、知的障害

者、母子家庭の母等、中国残留邦人等永住帰国

者、離農転職者、漁業離職者、一般旅客定期航路

事業等離職者、特定漁業離職者、精神障害者、港

湾運送事業離職者、北朝鮮帰国被害者等

省略 省略

省略 省略

省略

注 省略

省略

注 省略

附 則

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第７号
愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則（平成１２年愛媛県規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（規則で定める手数料の金額）

第１条 省略

２～５ 省略

６ 条例別表６の表３２の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 省略

� 前号に掲げる実技試験以外の実技試験（次号に該当するもの

を除く。） 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 園芸装飾、造園、さく井、金属溶解、鋳

（規則で定める手数料の金額）

第１条 省略

２～５ 省略

６ 条例別表６の表３２の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 省略

� 前号に掲げる実技試験以外の実技試験（次号に該当するもの

を除く。） 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア ビル設備管理、園芸装飾、造園、さく井、金属溶解、鋳

愛 媛 県 報平成２０年３月２１日 第１９４８号

２０４



や

造、鍛造、金属熱処理、粉末冶金、機械加工、放電加工、金

型製作、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、工業

彫刻、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、溶射、金属ばね

製造、ロープ加工、仕上げ、金属研磨仕上げ、切削工具研

削、製材のこ目立て、ダイカスト、機械保全、電子回路接

続、電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、プ

リント配線板製造 、自動販売機調

整、産業車両整備、鉄道車両製造・整備、時計修理

、光学機器製造、複写機組立て、内燃機関組立て、

空気圧装置組立て、油圧装置調整、縫製機械整備、建設機械

整備、農業機械整備、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット

製品製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫

製、木工機械整備、機械木工、木型製作、家具製作、建具製

作、竹工芸、紙器・段ボール箱製造、製版、印刷、製本、プ

ラスチック成形、強化プラスチック成形、ガラス製品製造、

ほうろう加工、陶磁器製造、ファインセラミックス製品製
めん

造、石材施工、パン製造、菓子製造、製麺、ハム・ソーセー

ジ・ベーコン製造、水産練り製品製造、みそ製造、酒造、建

築大工、枠組壁建築、かわらぶき、とび、左官、れんが積

み、築炉、ブロック建築、エーエルシーパネル施工、コンク

リート積みブロック施工、タイル張り、畳製作、配管
ちゅう

、厨房設備施工、型枠施工、鉄筋施工、コンクリ

ート圧送施工、防水施工、樹脂接着剤注入施工、内装仕上げ

施工、スレート施工、熱絶縁施工、カーテンウオール施工、

サッシ施工、自動ドア施工、バルコニー施工、ガラス施工、

ウエルポイント施工、化学分析、金属材料試験、漆器製造、

貴金属装身具製作、印章彫刻、表装、塗装、路面標示施工、

塗料調色、広告美術仕上げ、義肢・装具製作、舞台機構調

整、工業包装、写真、産業洗浄、商品装飾展示又はフラワー

装飾の実技試験 １５，７００円

イ・ウ 省略

� ３級の技能検定に係る実技試験（在校生に限る。） 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 園芸装飾、造園、さく井、鋳造、鍛造、金属熱処理、機械

加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めっ

き、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、ダイカスト、機械

保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製

造、時計修理、内燃機関組立て、冷凍空気調和機器施工、染

色、ニット製品製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製

造、布はく縫製、家具製作、建具製作、印刷、製本、プラス

チック成形、強化プラスチック成形、石材施工、ハム・ソー

セージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわ

らぶき、とび、左官、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施

工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱

絶縁施工、サッシ施工、ウエルポイント施工、表装、塗装、

広告美術仕上げ、舞台機構調整、工業包装、写真、商品装飾

展示又はフラワー装飾の実技試験 １０，５００円

イ 省略

ウ 和裁、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製

図又は電気製図の実技試験 ７，７００円

や

造、鍛造、金属熱処理、粉末冶金、機械加工、放電加工、金

型製作、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、工業

彫刻、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、溶射、金属ばね

製造、ロープ加工、仕上げ、金属研磨仕上げ、切削工具研

削、製材のこ目立て、ダイカスト、機械保全、電子回路接

続、電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、プ

リント配線板製造、家庭用電気治療器調整、自動販売機調

整、産業車両整備、鉄道車両製造・整備、時計修理、眼鏡レ

ンズ加工、光学機器製造、複写機組立て、内燃機関組立て、

空気圧装置組立て、油圧装置調整、縫製機械整備、建設機械

整備、農業機械整備、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット

製品製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫

製、木工機械整備、機械木工、木型製作、家具製作、建具製

作、竹工芸、紙器・段ボール箱製造、製版、印刷、製本、プ

ラスチック成形、強化プラスチック成形、ガラス製品製造、

ほうろう加工、陶磁器製造、ファインセラミックス製品製
めん

造、石材施工、パン製造、菓子製造、製麺、ハム・ソーセー

ジ・ベーコン製造、水産練り製品製造、みそ製造、酒造、建

築大工、枠組壁建築、かわらぶき、とび、左官、れんが積

み、築炉、ブロック建築、エーエルシーパネル施工、コンク

リート積みブロック施工、タイル張り、畳製作、配管、浴槽
ちゅう

設備施工、厨房設備施工、型枠施工、鉄筋施工、コンクリ

ート圧送施工、防水施工、樹脂接着剤注入施工、内装仕上げ

施工、スレート施工、熱絶縁施工、カーテンウオール施工、

サッシ施工、自動ドア施工、バルコニー施工、ガラス施工、

ウエルポイント施工、化学分析、金属材料試験、漆器製造、

貴金属装身具製作、印章彫刻、表装、塗装、路面標示施工、

塗料調色、広告美術仕上げ、義肢・装具製作、舞台機構調

整、工業包装、写真、産業洗浄、商品装飾展示又はフラワー

装飾の実技試験 １５，７００円

イ・ウ 省略

� ３級の技能検定に係る実技試験（在校生に限る。） 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 園芸装飾、造園、さく井、鋳造、鍛造、金属熱処理、機械

加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めっ

き、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、ダイカスト、機械

保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製

造、時計修理、内燃機関組立て、冷凍空気調和機器施工、染

色、ニット製品製造、紳士服製造 、帆布製品製

造、布はく縫製、家具製作、建具製作、印刷、製本、プラス

チック成形、強化プラスチック成形、石材施工、ハム・ソー

セージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわ

らぶき、とび、左官、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施

工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱

絶縁施工、サッシ施工、ウエルポイント施工、表装、塗装、

広告美術仕上げ、舞台機構調整、工業包装、写真又は商品装

飾展示 の実技試験 １０，５００円

イ 省略

ウ 和裁、テクニカルイラストレーション

又は電気製図の実技試験 ７，７００円

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

愛 媛 県 報平成２０年３月２１日 第１９４８号

２０５



告 示

�愛媛県告示第４０３号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、愛媛県視聴覚福祉センターの点字印刷物売払代金の収納事

務を次のとおり委託した。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

松山市道後町二丁目１２番１１号

２ 委託期間

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第４０４号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第６５条の規定に基づ

き、次のとおり指定自立支援医療機関の辞退の申出があった。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４０５号
平成２０年３月１２日県営経営体育成基盤整備事業明穂地区の換地計

画に基づく換地処分を行ったので、土地改良法（昭和２４年法律第１

９５号）第８９条の２第１０項において準用する同法第５４条第４項の規定

により公告する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４０６号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により

次のとおり肥料の有効期間を更新した。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４０７号
農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第８条第１項の規定により、農地保有合理化事業の実施に関

する規程の変更を次のとおり承認した。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４０８号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

�愛媛県規則第８号
水産業協同組合法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

水産業協同組合法施行細則の一部を改正する規則

水産業協同組合法施行細則（昭和３３年愛媛県規則第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（役員又は参事、会計主任の変更に関する報告）

第５条 組合は、役員を選挙し、又は選任し、その就任にあつたと

きは、就任後２週間以内に、その職、住所、氏名、生年月日及び

その資格事項を記載した書類に、役員を選挙した組合にあつては

役員選挙録謄本を添えて報告しなければならない。

２・３ 省略

（登記完了の報告）

第１５条 組合は、法第１０１条から第１０７条まで及び第１０９条から第１１２

条までの規定による登記を完了したときは、当該登記完了後２週

間以内に、登記事項証明書を添えて報告しなければならない。

（役員又は参事、会計主任の変更に関する報告）

第５条 組合は、役員を選挙し、又は選任し、その就任にあつたと

きは、就任後２週間以内に、その職、住所、氏名、年齢 及び

その資格事項を記載した書類に、役員を選挙した組合にあつては

役員選挙録謄本を添えて報告しなければならない。

２・３ 省略

（登記完了の報告）

第１５条 組合は、法第１０１条から第１０７条まで及び第１０９条

の規定による登記を完了したときは、当該登記完了後２週

間以内に、登記事項証明書を添えて報告しなければならない。

附 則

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

名 称 辞退年月日

鬼北町立北宇和病院
（腎臓に関する医療） 平成２０年３月３１日

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２６
年３月
１７日

愛媛県
第１２５９
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

１０粉状
苦土炭
酸石灰

アルカ
リ分
５３．０
可溶性
苦土
１０．０

公定規
格のと
おり

株式会社研農
高知県高知市萩
町一丁目９番４８
号

変更の承認を受けた農地
保有合理化法人の名称

変更の承認に係る農地保
有合理化事業の種類 承認年月日

社団法人鬼北町農業公社 法第４条第２項第１号か
ら第４号に掲げる事業 平成２０年３月１０日

愛 媛 県 報平成２０年３月２１日 第１９４８号

２０６



��������������

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、四国中央市役所におい

て告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができ

る。

平成２０年３月２１日

三島川之江港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

四国中央市川之江町４１８０番の地先公有水面

� 区域

次の各地点のうち�の地点から�の地点までを順次に結んだ
線、�の地点と�の地点を結ぶ平成１２年の春分の満潮位（Ｄ．
Ｌ．＋４．１４メートル）における公有水面と川之江１号防波堤と

の境界線、�の地点と�の地点を無結んだ線、�の地点と�の
地点を結ぶ平成１２年の春分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋４．１４メートル）

における公有水面と川之江１号防波堤との境界線及び�の地点
と�の地点を結ぶ平成１２年の春分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋４．１４メ
ートル）における公有水面と陸地との境界線により囲まれた区

域

基点（四国中央市川之江町地先 国土地理院「白燈台」四等

三角点）は、北緯３４度０１分１１秒２３９、東経１３３度５４分３３秒５８４

の地点

�の地点は、基点から真北２２９度２１分０６秒３９０．１８メートルの
地点

�の地点は、�の地点から真北９度５１分４７秒３１１．０７メートル
の地点

�の地点は、�の地点から真北９９度５７分１６秒１８．２６メートル
の地点

�の地点は、�の地点から真北１８９度５０分１１秒１２２．００メート
ルの地点

�の地点は、�の地点から真北１８９度５０分３２秒０．４０メートル
の地点

�の地点は、�の地点から真北１８９度４５分５９秒１９４．８３メート

ルの地点

� 面積

５，７４２．０８平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１３年１月５日 愛媛県指令１２港第５３２号

４ しゅん功認可年月日

平成２０年３月２１日

�������
�愛媛県告示第４０９号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、三島川之江港港湾施設の概要を次のと

おり公示する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４１０号
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律（平

成１６年法律第３１号）第３７条の規定に基づき、次の国際水域施設に接
ふ

続する重要国際埠頭施設が国際航海船舶の利用に供される間におい

て立入りを制限する区域を次のとおり設定する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

地区名 国際水域施設名 制限区域

三島川之江港

金子地区

金子１号岸壁前泊地 別図に示す区域

（制限区域を示す関係図面は、省略し、その図面は、愛媛県庁、

四国中央土木事務所及び四国中央市役所に備えて一般の縦覧に供す

る。）

�愛媛県告示第４１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

護 岸
四国中央市三島中央一丁

目地先
延長 ３２０メートル

岸 壁 同 上

水深 １４メートル

延長 ２８０メートル

取付護岸延長 ３０メートル

臨 港 道 路 同 上
延長 １，１８０メートル

幅員 １６．４０～１８．７５メートル

橋 梁 同 上 延長 １４７メートル

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 南川壬生川停車場線
西条市小松町南川字井手ノ向甲４１６番５から

同町北川字石原４４２番５まで

旧 １１．５～１８．８ ０．２６１

新 １１．９～１９．５ ０．２６１

愛 媛 県 報平成２０年３月２１日 第１９４８号

２０７
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�愛媛県告示第４１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 南川壬生川停車場線
西条市小松町南川字井手ノ向甲４１６番５から

同町北川字石原４４２番５まで
平成２０年３月２２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線 新居浜市大永山字土ノ峠埃谷３４７番６

旧 ２２．８～２５．２ ０．０１５

新 ２２．８～３１．０ ０．０１５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線
新居浜市大永山字土ノ峠埃谷３４７番６から

同字３４７番７まで
平成２０年３月２１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線 新居浜市別子山字別子山乙５５５番２１１

旧 ４．５～５．２ ０．０１３

新 １６．８～２４．５ ０．０１３

愛 媛 県 報平成２０年３月２１日 第１９４８号

２０８
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�愛媛県告示第４１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線 新居浜市別子山字別子山乙５５５番２１１ 平成２０年３月２１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 粟井浅海線
松山市常竹甲４０７番５から

同市苞木甲２３７番３地先まで
平成２０年３月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山川内自転車道線

伊予郡砥部町拾町２番１地先から
同町拾町２番２地先まで

及 び
伊予郡砥部町拾町２番１地先から
同町拾町１８３番２まで

旧 ４．０ ０．０５６

新 ４．０
４．０

０．０５６
０．６６８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内自転車道線
伊予郡砥部町拾町２番１地先から

同町拾町１８３番２まで
平成２０年３月２１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美川川内線 上浮穴郡久万高原町黒藤川８０７番２

旧 ４．４～４．８ ０．０１２

新 ７．５～８．３ ０．０１２

愛 媛 県 報平成２０年３月２１日 第１９４８号

２０９
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�愛媛県告示第４２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川川内線 上浮穴郡久万高原町黒藤川８０７番２ 平成２０年３月２１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線 上浮穴郡久万高原町若山２１５９番１

旧 １１．０～１４．５ ０．０１９

新 １５．５～１０７．５ ０．０１９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線 上浮穴郡久万高原町若山２１５９番１ 平成２０年３月２１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町松１５８３番２から

同町松１６０３番６まで
平成２０年３月２１日

愛 媛 県 報平成２０年３月２１日 第１９４８号

２１０
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�愛媛県告示第４２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４８条の７第２項の規定に基づき、自転車歩行者専用道路を次のとおり指定する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４２９号
電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第３条第１項の規定に基づき、電線共同溝を整備すべき道路を次のよう

に指定した。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 肱川公園線
大洲市肱川町名荷谷３１０１番３から

同町名荷谷３０９７番４まで
平成２０年３月２１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 論田袋口線 喜多郡内子町立山２０２２番地先 平成２０年３月２１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
西予市野村町野村１４号１５番５から

同町野村１４号４１番４まで
平成２０年３月２１日

道路の種類 路 線 名 指 定 す る 道 路 の 区 間 指 定 期 日

県 道 松山川内自転車道線
伊予郡砥部町拾町２番１地先から

同町拾町１８３番２まで
平成２０年３月２１日

道 路 の 種 類 路 線 名 区 間 敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

メートル

国 道 ３２０号
宇和島市恵美須町二丁目３番６地先から

宇和島市錦町９番４地先まで
１９～３７ ２９５

愛 媛 県 報平成２０年３月２１日 第１９４８号

２１１
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公 告

�愛媛県告示第４３０号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市妻鳥町字薮下２１７９番３、２１８０番２及び２１８１番

２ 申請人の住所氏名

四国中央市川之江町２８９３番地１

有限会社富士住サービス 代表取締役 白石 一忠

四国中央市上分町８１８番地１

脇 マツエ

四国中央市妻鳥町２１７９番地２

脇 太

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第４３１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市上分町字虚空蔵７４２番６及び７４２番６地先水路並び

に同市上分町字城下７４６番１

２ 申請人の住所氏名

四国中央市妻鳥町１１１１番地の１

トーハウ有限会社 代表取締役 長野 清

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第４３２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

大洲市徳森字小鳥越２７２２番７の一部、２７２２番１０の一部及び２７２４

番１の一部

２ 申請人の住所氏名

大洲市徳森６３０番地

二宮 毅

３ 図面省略

�愛媛県告示第４３３号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号）

第５条第６項の規定により告示する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２０年３月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

伊第
１６号

伊予郡砥部町宮内１３９２番地 えひめ中央農業協同組合宮内支
所（公金派出所）

売りさばき人
伊予郡砥部町宮内１３９２番地
えひめ中央農業協同組合宮内支所
（公金派出所）
売りさばき所
伊予郡砥部町宮内１３９２番地
えひめ中央農業協同組合宮内支所
（公金派出所）

売りさばき人
伊予郡砥部町宮内１３９２番地
えひめ中央農業協同組合砥部町役場
出張所
売りさばき所
伊予郡砥部町宮内１３９２番地
えひめ中央農業協同組合砥部町役場
出張所

平成２０年
３月２４日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２０年３月１３日 ＮＰＯ法人 ぴあ 佐 野 卓 志 愛媛県松山市木屋町一丁目９番地
４

この法人は、障害のある人が自分らしくあたり
まえに地域で生活することを支援するため、障
害のある人の社会参加促進に関する実践活動、
障害のある人に対する地域住民の理解促進活動
等を行いながら、地域福祉の向上、発展に寄与
することを目的とする。

愛 媛 県 報平成２０年３月２１日 第１９４８号
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人事委員会規則

�愛媛県人事委員会規則６－１７６
一般職の任期付研究員の採用等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年３月２１日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

一般職の任期付研究員の採用等に関する規則等の一部を改正する規則

（一般職の任期付研究員の採用等に関する規則の一部改正）

第１条 一般職の任期付研究員の採用等に関する規則（愛媛県人事委員会規則６－１５８）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第３条 省略

（端数計算）

第４条 条例第５条第５項の規定による給料月額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料

月額とする。

（任期付研究員業績手当）

第５条 条例第５条第６項の特に顕著な研究業績とは、同条第３項

又は第４項の規定により任期付研究員の給料月額が決定された際

に期待された研究成果、研究活動等に照らして特に顕著であると

認められる研究業績をいう。

第６条 省略

第７条 省略

第８条 省略

第９条 省略

第１０条 省略

第１１条 省略

第１２条 省略

第１３条 省略

第１４条 省略

第３条 省略

（任期付研究員業績手当）

第４条 条例第５条第５項の特に顕著な研究業績とは、同条第３項

又は第４項の規定により任期付研究員の給料月額が決定された際

に期待された研究成果、研究活動等に照らして特に顕著であると

認められる研究業績をいう。

第５条 省略

第６条 省略

第７条 省略

第８条 省略

第９条 省略

第１０条 省略

第１１条 省略

第１２条 省略

第１３条 省略

（一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部改正）

第２条 一般職の任期付職員の採用等に関する規則（愛媛県人事委員会規則６－１６２）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第２条 省略

（端数計算）

第３条 特定任期付職員について、条例第７条第４項の規定による

給料月額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた

額をもって当該職員の給料月額とする。

（特定任期付職員業績手当）

第４条 条例第７条第５項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、

同条第２項又は第３項の規定により特定任期付職員の給料月額が

決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第５条 省略

第６条 省略

第７条 省略

（初任給等規則の規定の適用に関する読替え）

第８条 前条の規定の適用を受ける第２条第２項任期付職員につい

ては、初任給等規則第８条の２第１号中「第１７条」とあるのは

第２条 省略

（特定任期付職員業績手当）

第３条 条例第７条第４項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、

同条第２項又は第３項の規定により特定任期付職員の給料月額が

決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第４条 省略

第５条 省略

第６条 省略

（初任給等規則の規定の適用に関する読替え）

第７条 前条の規定の適用を受ける第２条第２項任期付職員につい

ては、初任給等規則第８条の２第１号中「第１７条」とあるのは

愛 媛 県 報平成２０年３月２１日 第１９４８号
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「一般職の任期付職員の採用等に関する規則（愛媛県人事委員会

規則６－１６２）第７条」と、初任給等規則第２４条第２項第２号中

「第１７条」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する規

則第７条」として、これらの規定を適用する。

第９条 省略

「一般職の任期付職員の採用等に関する規則（愛媛県人事委員会

規則６－１６２）第６条」と、初任給等規則第２４条第２項第２号中

「第１７条」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する規

則第６条」として、これらの規定を適用する。

第８条 省略

（職員の給与の支給等に関する規則の一部改正）

第３条 職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第１条

（給料）

第１条の２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第１１０号。以下「育児休業法」という。）第１０条第３項の規定に

より同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及

び育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなつた

職員について、条例第４条第１２項の規定による給料月額に１円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職

員の給料月額とする。

第１条の３ 省略

第５条の２ 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当す

る場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給す

る。

�・� 省略

� 育児休業法

第２条の規定により育児休

業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

�・� 省略

� 自己啓発等休業（地方公務員法第２６条の５第１項に規定する

自己啓発等休業をいう。以下同じ。）を始め、又は自己啓発等

休業の終了により職務に復帰した場合

� 省略

２ 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、

育児休業法第２条の規定により育児休業をし、外国派遣条例第２

条第１項の規定若しくは公益法人等派遣条例第２条第１項の規定

により派遣され、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職

員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合に

は、その給与期間中の給料をその際支給する。

第１条

（給料）

第１条の２ 省略

第５条の２ 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当す

る場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給す

る。

�・� 省略

� 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号。以下「育児休業法」という。）第２条の規定により育児休

業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

�・� 省略

� 省略

２ 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、

育児休業法第２条の規定により育児休業をし、外国派遣条例第２

条第１項の規定若しくは公益法人等派遣条例第２条第１項の規定

により派遣され 、又は停職にされている職

員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、

その給与期間中の給料をその際支給する。

（教育職員の給与の支給等に関する規則の一部改正）

第４条 教育職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－６０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給料の日割計算）

第２条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当

する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給す

る。

�～� 省略

� 自己啓発等休業（地方公務員法第２６条の５第１項に規定する

自己啓発等休業をいう。以下同じ。）を始め、又は自己啓発等

休業の終了により職務に復帰した場合

（給料の日割計算）

第２条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当

する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給す

る。

�～� 省略
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� 省略

２ 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、

育児休業法第２条の規定により育児休業をし、外国派遣条例第２

条第１項の規定により派遣され、大学院修学休業をし、公益法人

等派遣条例第２条第１項の規定により派遣され、自己啓発等休業

をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職

し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその

際支給する。

� 省略

２ 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、

育児休業法第２条の規定により育児休業をし、外国派遣条例第２

条第１項の規定により派遣され、大学院修学休業をし、公益法人

等派遣条例第２条第１項の規定により派遣され

、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職

し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその

際支給する。

（職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部改正）

第５条 職員の通勤手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－６５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員に係る通勤手当の減

額）

第９条 省略

（返納の事由及び額等）

第１４条 条例第１０条第４項の人事委員会規則で定める事由は、通勤

手当（１箇月の支給単位期間に係るものを除く。）を支給される

職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

�・� 省略

� 月の中途において、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。

以下「法」という。）第２８条第２項の規定又は職員の分限に関

する条例（昭和２６年愛媛県条例第４３号。以下「分限条例」とい

う。）第２条の規定により休職にされ、法第５５条の２第１項た

だし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法（昭和２４年法

律第１号）第２６条の規定により大学院修学休業をし、公益法人

等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４７

号）第２条第３項第１号に規定する職員派遣（以下「公益法人

等派遣」という。）をされ、外国の地方公共団体の機関等に派

遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第４

号。以下「外国派遣条例」という。）第２条第１項の規定によ

り派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第２条の規定に

より育児休業をし、法第２６条の５第１項に規定する自己啓発等

休業をし、又は法第２９条の規定により停職にされた場合であつ

て、これらの期間が２以上の月にわたることとなるとき。

� 省略

２・３ 省略

（支給単位期間）

第１６条 省略

２ 月の中途において、法第２８条第２項又は分限条例第２条の規定

により休職にされ、法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可

を受け、教育公務員特例法第２６条の規定により大学院修学休業を

し、公益法人等派遣をされ、外国派遣条例第２条第１項の規定に

より派遣され、育児休業法第２条の規定により育児休業をし、法

第２６条の５第１項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第２９条

の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が２以上

の月にわたることとなつたとき（次項に規定する場合に該当して

いるときを除く。）は、支給単位期間は、その後復職し、又は職

務に復帰した日の属する月の翌月（その日が月の初日である場合

にあつては、その日の属する月）から開始する。

（ 短時間勤務職員に係る通勤手当の減

額）

第９条 省略

（返納の事由及び額等）

第１４条 条例第１０条第４項の人事委員会規則で定める事由は、通勤

手当（１箇月の支給単位期間に係るものを除く。）を支給される

職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

�・� 省略

� 月の中途において、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。

以下「法」という。）第２８条第２項の規定又は職員の分限に関

する条例（昭和２６年愛媛県条例第４３号。以下「分限条例」とい

う。）第２条の規定により休職にされ、法第５５条の２第１項た

だし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法（昭和２４年法

律第１号）第２６条の規定により大学院修学休業をし、公益法人

等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４７

号）第２条第３項第１号に規定する職員派遣（以下「公益法人

等派遣」という。）をされ、外国の地方公共団体の機関等に派

遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第４

号。以下「外国派遣条例」という。）第２条第１項の規定によ

り派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第２条の規定に

より育児休業をし

、又は法第２９条の規定により停職にされた場合であつ

て、これらの期間が２以上の月にわたることとなるとき。

� 省略

２・３ 省略

（支給単位期間）

第１６条 省略

２ 月の中途において、法第２８条第２項又は分限条例第２条の規定

により休職にされ、法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可

を受け、教育公務員特例法第２６条の規定により大学院修学休業を

し、公益法人等派遣をされ、外国派遣条例第２条第１項の規定に

より派遣され、育児休業法第２条の規定により育児休業をし

、又は法第２９条

の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が２以上

の月にわたることとなつたとき（次項に規定する場合に該当して

いるときを除く。）は、支給単位期間は、その後復職し、又は職

務に復帰した日の属する月の翌月（その日が月の初日である場合

にあつては、その日の属する月）から開始する。
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３ 省略 ３ 省略

（管理職手当に関する規則の一部改正）

第６条 管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－６８）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（支給額）

第３条 前条第１項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２８条の４第１

項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規

定により採用された職員（以下「再任用職員」という。）以外の

職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別

並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第２項の

規定による区分（以下「当該職の区分」という。）に応じ、別表

第２の管理職手当欄に定める額（地方公務員の育児休業等に関す

る法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により同条

第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第

１７条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員（以下「育

児短時間勤務職員等」という。）にあつてはその額に職員の休

日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第

５６号。以下「職員勤務時間等条例」という。）第１１条第１項の規

定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時

間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

以外の職員の勤務時間で除して得た数（以下「算出率」とい

う。）を、法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員にあつては その額に職員勤務時間等条例

第１１条第１項の規定

により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間

勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以

外の職員の勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額と

し、その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た額とする。）とする。

２ 前条第１項に規定する職を占める職員のうち再任用職員に支給

する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該

職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第３に定め

る額（育児短時間勤務職員等にあつてはその額に算出率を、法第

２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあつて

は その額に職員勤務時間等条例 第

１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規

定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付

短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数をそれぞれ

乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた額とする。）とする。

（支給額）

第３条 前条第１項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２８条の４第１

項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規

定により採用された職員（以下「再任用職員」という。）以外の

職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別

並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第２項の

規定による区分（以下「当該職の区分」という。）に応じ、別表

第２の管理職手当欄に定める額（

法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員にあっては、その額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等

に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定

により定められたその者の勤務時間を同項に規定する

再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以

外の職員の勤務時間で除して得た数を 乗じて得た額と

し、その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た額 ）とする。

２ 前条第１項に規定する職を占める職員のうち再任用職員に支給

する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該

職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第３に定め

る額（ 法第

２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあって

は、その額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第

１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規

定する 再任用短時間勤務職員及び任期付

短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた額 ）とする。

（初任給調整手当の支給等に関する規則の一部改正）

第７条 初任給調整手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－１５５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職員の範囲）

第６条 初任給調整手当の支給期間は３５年とし、その月額は職員の

区分及び採用の日又は第４条に規定する職員となつた日以後の期

（職員の範囲）

第６条 初任給調整手当の支給期間は３５年とし、その月額は職員の

区分及び採用の日又は第４条に規定する職員となつた日以後の期

愛 媛 県 報平成２０年３月２１日 第１９４８号

２１６



間の区分に応じた別表に掲げる額（地方公務員の育児休業等に関

する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により同

条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法

第１７条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつて

は、その額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例

（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定めら

れたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、

再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤

務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に１円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）とする。

この場合において、大学（旧専門学校令による専門学校等で人事

委員会の定めるものを含む。）卒業の日からそれぞれ採用の日又

は第４条に規定する職員となつた日までの期間が４年（臨床研修

を経た場合にあつては６年、実地修練を経た場合にあつては５

年）を超えることとなる職員（学校教育法に規定する大学院の博

士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過

した日から３年内の職員を除く。）に対する同表の適用について

は、採用の日又は第４条に規定する職員となつた日からその超え

ることとなる期間（１年に満たない期間があるときは、その期間

を１年として算定した期間）に相当する期間初任給調整手当が支

給されていたものとする。

２・３ 省略

間の区分に応じた別表に掲げる額

とする。

この場合において、大学（旧専門学校令による専門学校等で人事

委員会の定めるものを含む。）卒業の日からそれぞれ採用の日又

は第４条に規定する職員となつた日までの期間が４年（臨床研修

を経た場合にあつては６年、実地修練を経た場合にあつては５

年）を超えることとなる職員（学校教育法に規定する大学院の博

士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過

した日から３年内の職員を除く。）に対する同表の適用について

は、採用の日又は第４条に規定する職員となつた日からその超え

ることとなる期間（１年に満たない期間があるときは、その期間

を１年として算定した期間）に相当する期間初任給調整手当が支

給されていたものとする。

２・３ 省略

（期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部改正）

第８条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－２０４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（期末手当の支給を受ける職員）

第２条 職員給与条例第１９条第１項前段又は教育職員給与条例第１９

条第１項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、それ

ぞれこれらの項に規定する基準日（以下「基準日」という。）に

在職する職員（職員給与条例第１９条の２各号又は教育職員給与条

例第１９条の２各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次

に掲げる職員以外の職員とする。

�～� 省略

� 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号。以下「育児休業法」という。）第２条の規定により育児休

業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例（平

成４年愛媛県条例第２号。以下「育児休業条例」という。）第

７条第１項 に規定する職員以外の職員

�～� 省略

� 法第２６条の５第１項に規定する自己啓発等休業（以下「自己

啓発等休業」という。）をしている職員

（加算を受ける職員及び加算割合）

第５条の４ 省略

２ 職員給与条例第１９条第５項の１００分の２５を超えない範囲内で人

事委員会規則で定める割合は、管理職手当の区分が１種に該当す

る職を占める職員、任期付職員条例第７条第１項に規定する給料

表の適用を受ける職員及び任期付研究員条例第５条第１項に規定

する給料表の適用を受ける職員のうち人事委員会が指定するもの

については１００分の２５とし、その他の職員については１００分の１５と

する。

（期末手当の支給を受ける職員）

第２条 職員給与条例第１９条第１項前段又は教育職員給与条例第１９

条第１項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、それ

ぞれこれらの項に規定する基準日（以下「基準日」という。）に

在職する職員（職員給与条例第１９条の２各号又は教育職員給与条

例第１９条の２各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次

に掲げる職員以外の職員とする。

�～� 省略

� 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号。以下「育児休業法」という。）第２条の規定により育児休

業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例（平

成４年愛媛県条例第２号。以下「育児休業条例」という。）第

５条の３第１項に規定する職員以外の職員

�～� 省略

（加算を受ける職員及び加算割合）

第５条の４ 省略

２ 職員給与条例第１９条第５項の給料月額に乗ずる

割合は、管理職手当の区分が１種に該当す

る職を占める職員、任期付職員条例第７条第１項に規定する給料

表の適用を受ける職員及び任期付研究員条例第５条第１項に規定

する給料表の適用を受ける職員のうち人事委員会が指定するもの

については１００分の２５とし、その他の職員については１００分の１５と

する。
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（期末手当に係る在職期間）

第６条 省略

２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算す

る。

�～� 省略

� 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間について

は、その２分の１の期間

� 省略

� 育児休業法第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する

育児短時間勤務の承認を受けた職員又は育児休業法第１７条の規

定による短時間勤務をすることとなつた職員（以下「育児短時

間勤務職員等」という。）として在職した期間については、当

該期間から当該期間に算出率（職員給与条例第４条第１２項及び

教育職員給与条例第８条に規定する算出率をいう。第１２条第２

項第６号において同じ。）を乗じて得た期間を控除して得た期

間の２分の１の期間

３ 省略

（勤勉手当の支給を受ける職員）

第８条 職員給与条例第１９条の４第１項前段又は教育職員給与条例

第１９条の４第１項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員

は、これらの項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員（職

員給与条例第１９条の４第５項において準用する職員給与条例第１９

条の２各号又は教育職員給与条例第１９条の４第５項において準用

する教育職員給与条例第１９条の２各号のいずれかに該当する者を

除く。）のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

�～� 省略

� 育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員のう

ち、育児休業条例第７条第２項 に規定する職員以外の職員

�・� 省略

� 第２条第１０号に該当する者

（勤勉手当に係る勤務期間）

第１２条 省略

２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算す

る。

�～� 省略

� 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

� 省略

� 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算

出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

別表第１（第５条の３関係）

（期末手当に係る在職期間）

第６条 省略

２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算す

る。

�～� 省略

� 省略

３ 省略

（勤勉手当の支給を受ける職員）

第８条 職員給与条例第１９条の４第１項前段又は教育職員給与条例

第１９条の４第１項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員

は、これらの項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員（職

員給与条例第１９条の４第５項において準用する職員給与条例第１９

条の２各号又は教育職員給与条例第１９条の４第５項において準用

する教育職員給与条例第１９条の２各号のいずれかに該当する者を

除く。）のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

�～� 省略

� 育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員のう

ち、育児休業条例第５条の３第２項に規定する職員以外の職員

�・� 省略

（勤勉手当に係る勤務期間）

第１２条 省略

２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算す

る。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

別表第１（第５条の３関係）

給料表 職 員 加算割合 給料表 職 員 加算割合

省略 省略

任期付職員

条例第７条

第１項に規

定する給料

表

５号給以上の号給及び任期付職員

条例第７条第３項（同条第４項の

規定が適用される場合を含む。）

の規定により決定された給料月額

を受ける職員

１００分の２０ 任期付職員

条例第７条

第１項に規

定する給料

表

５号給以上の

給料月額

を受ける職員

１００分の２０
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４号給及び３号給 を受

ける職員

１００分の１５ ４号給及び３号給の給料月額を受

ける職員

１００分の１５

２号給及び１号給 を受

ける職員

１００分の１０ ２号給及び１号給の給料月額を受

ける職員

１００分の１０

任期付研究

員条例第５

条第１項に

規定する給

料表

５号給以上の号給及び任期付研究

員条例第５条第４項（同条第５項

の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 を 含

む。）の規定により決定された給

料月額を受ける職員

１００分の２０ 任期付研究

員条例第５

条第１項に

規定する給

料表

５号給以上の

給

料月額を受ける職員

１００分の２０

４号給及び３号給 を受

ける職員

１００分の１５ ４号給及び３号給の給料月額を受

ける職員

１００分の１５

２号給及び１号給 を受

ける職員

１００分の１０ ２号給及び１号給の給料月額を受

ける職員

１００分の１０

省略 省略

備考 省略 備考 省略

（特地勤務手当等に関する規則の一部改正）

第９条 特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－３６８）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（特地勤務手当の月額）

第３条 省略

２・３ 省略

４ 次の各号に掲げる職員に対する第２項（前項各号の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、当

該各号に定めるところによる。

� 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号。以下「育児休業法」という。）第１１条第１項に規定する育

児短時間勤務職員及び育児休業法第１７条の規定による短時間勤

務をしている職員（以下「育児短時間勤務職員等」という。）

以外の職員であつて、第２項各号に定める日において育児短時

間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた給料及び」と

あるのは、「受けていた給料の月額を同日における職員の休

日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例

第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時

間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して

得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、第２項各号に定める日にお

いて育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 同項（前

項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。）中「給

料及び扶養手当の月額の合計額の２分の１に相当する額と」と

あるのは、「、給料の月額に職員の休日、休暇並びに勤務時間

等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の

規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児

短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤

務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及

び扶養手当の月額の合計額の２分の１に相当する額と」とす

る。

� 育児短時間勤務職員等であつて、第２項各号に定める日にお

いて育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた

（特地勤務手当の月額）

第３条 省略

２・３ 省略
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給料及び」とあるのは、「受けていた給料の月額を同日におけ

る職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年

愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその

者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用

短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時

間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額及び

同日に受けていた」とする。

（特地勤務手当に準ずる手当）

第４条 省略

２ 条例第１１条の３第１項の規定による特地勤務手当に準ずる手当

の月額は、同項に規定する異動又は公署の移転の日（職員が当該

異動によりその日前１年以内に在勤していた公署に勤務すること

となつた場合（人事委員会が定める場合に限る。）には、その日

前の人事委員会が定める日。以下この条において同じ。）に受け

ていた給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の左欄に掲げ

る期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得

た額（その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額に

１００分の６を乗じて得た額を超えるときは、当該額）とする。

（特地勤務手当に準ずる手当）

第４条 省略

２ 条例第１１条の３第１項の規定による特地勤務手当に準ずる手当

の月額は、同項に規定する異動又は公署の移転の日（職員が当該

異動によりその日前１年以内に在勤していた公署に勤務すること

となつた場合（人事委員会が定める場合に限る。）には、その日

前の人事委員会が定める日。次項 において同じ。）に受け

ていた給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の左欄に掲げ

る期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得

た額（その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額に

１００分の６を乗じて得た額を超えるときは、当該額）とする。

省略 省略

３ 省略

４ 次の各号に掲げる職員に対する第２項（前項各号の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、当

該各号に定めるところによる。

� 育児短時間勤務職員以外の職員であつて、条例第１１条の３第

１項に規定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤

務職員等であつたもの 第２項中「受けていた給料及び」とあ

るのは、「受けていた給料の月額を同項に規定する異動又は公

署の移転の日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関

する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定に

より定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間

勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日

に受けていた」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、条例第１１条の３第１項に規

定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等

以外の職員であつたもの 第２項（前項各号の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）中「受けていた給料及び扶養手

当の月額の合計額」とあるのは、「受けていた給料の月額に職

員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛

県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者の

勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時

間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で

除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額」と

する。

� 育児短時間勤務職員等であつて、条例第１１条の３第１項に規

定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等

であつたもの 第２項中「受けていた給料及び」とあるのは、

「受けていた給料の月額を同項に規定する異動又は公署の移転

の日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例

（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定め

られたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員

等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職

３ 省略
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員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて

得た額及び同日に受けていた」とする。

（教育職員の管理職手当に関する規則の一部改正）

第１０条 教育職員の管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－３９０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（支給額）

第３条 前条第１項に規定する職を占める教育職員のうち地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２８条の４

第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項

の規定により採用された教育職員（以下「再任用教育職員」とい

う。）以外の教育職員に支給する管理職手当は、当該教育職員に

適用される給料表の別並びに当該教育職員の属する職務の級及び

当該職に係る前条第２項の規定による区分（以下「当該職の区

分」という。）に応じ、別表第２の管理職手当欄に定める額（法

第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める教育職員に

あつては その額に教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関

する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号。以下「教育職員勤務時間

等条例」という。）第１１条第１項の規定により定められたその者

の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務教育職員等、再任用

短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育職員以外の教育職

員の勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関す

る法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により同条

第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた教育職員及び同

法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなつた教育職員

（以下「育児短時間勤務教育職員等」という。）にあつてはその

額に教育職員勤務時間等条例第１１条第１項の規定により定められ

たその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務教育職員

等、再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育職員以

外の教育職員の勤務時間で除して得た数（以下「算出率」とい

う。）をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てた額とする。）とする。

２ 前条第１項に規定する職を占める教育職員のうち再任用教育職

員に支給する管理職手当は、当該教育職員に適用される給料表の

別並びに当該教育職員の属する職務の級及び当該職の区分に応

じ、別表第３に定める額（法第２８条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占める教育職員にあつてはその額に教育職員勤務時間

等条例 第１１条第１項の規定によ

り定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務

教育職員等、再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教

育職員以外の教育職員の勤務時間で除して得た数を、育児短時間

勤務教育職員等にあつてはその額に算出率をそれぞれ乗じて得た

額とし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた額とする。）とする。

（支給額）

第３条 前条第１項に規定する職を占める教育職員のうち地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２８条の４

第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項

の規定により採用された教育職員（以下「再任用教育職員」とい

う。）以外の教育職員に支給する管理職手当は、当該教育職員に

適用される給料表の別並びに当該教育職員の属する職務の級及び

当該職に係る前条第２項の規定による区分（以下「当該職の区

分」という。）に応じ、別表第２の管理職手当欄に定める額（法

第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める教育職員に

あっては、その額に教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関

する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号

）第１１条第１項の規定により定められたその者

の勤務時間を同項に規定する 再任用

短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育職員以外の教育職

員の勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てた額 ）とする。

２ 前条第１項に規定する職を占める教育職員のうち再任用教育職

員に支給する管理職手当は、当該教育職員に適用される給料表の

別並びに当該教育職員の属する職務の級及び当該職の区分に応

じ、別表第３に定める額（法第２８条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占める教育職員にあっては、その額に教育職員の休

日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第１１条第１項の規定によ

り定められたその者の勤務時間を同項に規定する

再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教

育職員以外の教育職員の勤務時間で除して得た数を

乗じて得た

額とし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた額 ）とする。

（義務教育等教員特別手当に関する規則の一部改正）

第１１条 義務教育等教員特別手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４７１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（義務教育等教員特別手当の月額） （義務教育等教員特別手当の月額）
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第２条 義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる教育

職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額（地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職

を占める教育職員にあつてはその額 に教育職員の休日、休暇並

びに勤務時間等に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号）第１１

条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定

する育児短時間勤務教育職員等、再任用短時間勤務教育職員及び

任期付短時間勤務教育職員以外の教育職員の勤務時間で除して得

た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

１１０号）第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短

時間勤務の承認を受けた教育職員及び同法第１７条の規定による短

時間勤務をすることとなつた教育職員にあつてはその額に同条例

第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に

規定する育児短時間勤務教育職員等、再任用短時間勤務教育職員

及び任期付短時間勤務教育職員以外の教育職員の勤務時間で除し

て得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）とする。

�～� 省略

第２条 義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる教育

職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額（地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職

を占める教育職員にあつては、その額に教育職員の休日、休暇並

びに勤務時間等に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号）第１１

条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定

する 再任用短時間勤務教育職員及び

任期付短時間勤務教育職員以外の教育職員の勤務時間で除して得

た数を

乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）とする。

�～� 省略

（愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部改正）

第１２条 愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４７９）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等）

第３条の６ 条例第６条の４第１項に規定する人事委員会規則で定

める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該

各号に定める休職月等とする。

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５５条の２第１項た

だし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に

職務に従事することを要しない期間又は地方公務員法第２６条の

５第１項に規定する自己啓発等休業（職員の自己啓発等休業に

関する条例（平成１９年愛媛県条例第５９号）第１１条第２項の規定

により読み替えて適用される条例第７条第４項に規定する場合

に該当するものを除く。）により現実に職務をとることを要し

ない期間のあつた休職月等（次号及び第３号に規定する現実に

職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除

く。） 当該休職月等

� 育児休業（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第１１０号）第２条第１項の規定による育児休業をいう。以

下同じ。）により現実に職務に従事することを要しない期間

（当該育児休業に係る子が１歳に達した日の属する月までの期

間に限る。）又は同法第１０条第１項に規定する育児短時間勤務

（同法第１７条の規定による勤務を含む。）により現実に職務を

とることを要しない期間のあつた休職月等 退職した者が属し

ていた条例第６条の４第１項各号に掲げる職員の区分（以下

「職員の区分」という。）が同一の休職月等がある休職月等に

あつては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその

最初の休職月等から順次に数えてその月数の３分の１に相当す

る数（当該相当する数に１未満の端数があるときは、これを切

り上げた数）になるまでにある休職月等、退職した者が属して

いた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当

該休職月等

（退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等）

第３条の６ 条例第６条の４第１項に規定する人事委員会規則で定

める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該

各号に定める休職月等とする。

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５５条の２第１項た

だし書に規定する事由又は これに準ずる事由により現実に

職務に従事することを要しない期間

のあつた休職月等（次号及び第３号に規定する現実に

職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除

く。） 当該休職月等

� 育児休業（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第１１０号）第２条第１項の規定による育児休業をいう。以

下同じ。）により現実に職務に従事することを要しない期間

（当該育児休業に係る子が１歳に達した日の属する月までの期

間に限る。）

のあつた休職月等 退職した者が属し

ていた条例第６条の４第１項各号に掲げる職員の区分（以下

「職員の区分」という。）が同一の休職月等がある休職月等に

あつては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその

最初の休職月等から順次に数えてその月数の３分の１に相当す

る数（当該相当する数に１未満の端数があるときは、これを切

り上げた数）になるまでにある休職月等、退職した者が属して

いた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当

該休職月等
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� 省略

（基本手当の日額）

第５条 省略

２・３ 省略

４ 退職の月前６月に給与の全部又は一部の支給を受けなかつた場

合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に

掲げる額とする。

� 退職の月前６月において給与の支給を全く受けなかつた場合

においては、当該６月の各月において受けるべき基本給月額

（条例第６条の５第２項に規定する基本給月額をいう。以下こ

の項において同じ。）の合計額

�・� 省略

５ 省略

� 省略

（基本手当の日額）

第５条 省略

２・３ 省略

４ 退職の月前６月に給与の全部又は一部の支給を受けなかつた場

合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に

掲げる額とする。

� 退職の月前６月において給与の支給を全く受けなかつた場合

においては、当該６月の各月において受けるべき基本給月額

（条例第５条第４項 に規定する基本給月額をいう。以下こ

の項において同じ。）の合計額

�・� 省略

５ 省略

（特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）

第１３条 特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則（愛媛県人事委員会規則７－７５４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（経過措置）

３ 前項の職員に係る特地勤務手当の月額は、新規則第３条の規定

にかかわらず、施行日の前日において受けていた特地勤務手当の

月額（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

１１０号）第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短

時間勤務の承認を受けた職員及び同法第１７条の規定による短時間

勤務をすることとなった職員（以下「育児短時間勤務職員等」と

いう。）にあっては、同日に育児短時間勤務職員等であったとし

たならば受けることとなった特地勤務手当の月額）（以下「旧特

地勤務手当の月額」という。）に相当する額とする。

６ 前項の職員に係る特地勤務手当に準ずる手当の算定は、第４条

の規定にかかわらず、施行日の前日における給料の月額（育児短

時間勤務職員等にあっては、その額に算出率（職員の給与に関す

る条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）第４条第１２項及び教育職員

の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）第８条に規定

する算出率をいう。）を乗じて得た額とし、その額に１円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）及び扶養

手当の月額の合計額を基礎として行うものとする。

附 則

（経過措置）

３ 前項の職員に係る特地勤務手当の月額は、新規則第３条の規定

にかかわらず、施行日の前日において受けていた特地勤務手当の

月額

（以下「旧特

地勤務手当の月額」という。）に相当する額とする。

６ 前項の職員に係る特地勤務手当に準ずる手当の算定は、第４条

の規定にかかわらず、施行日の前日における給料

及び扶養

手当の月額の合計額を基礎として行うものとする。

（管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正）

第１４条 管理職員特別勤務手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－８０５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（手当の額等）

第２条 職員給与条例第１７条の２第２項の人事委員会規則で定める

額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。

� 省略

� 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１５年愛媛県

条例第１号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項

に規定する給料表の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員が

受ける同項に規定する給料表の号給又は給料月額に応じ、それ

（手当の額等）

第２条 職員給与条例第１７条の２第２項の人事委員会規則で定める

額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。

� 省略

� 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１５年愛媛県

条例第１号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項

に規定する給料表の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員が

受ける同項に規定する給料表の号給又は給料月額に応じ、それ
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ぞれ次に定める額

ア ６号給及び７号給並びに任期付職員条例第７条第３項（同

条第４項の規定が適用される場合を含む。）の規定による給

料月額 １２，０００円

イ～エ 省略

� 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成１３年愛媛

県条例第４６号。以下「任期付研究員条例」という。）第３条第

１号の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当

該職員が受ける任期付研究員条例第５条第１項に規定する給料

表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

ア ６号給及び任期付研究員条例第５条第４項（同条第５項の

規定が適用される場合を含む。）の規定による給料月額 １２

，０００円

イ～エ 省略

２ 教育職員給与条例第１７条の２第２項の人事委員会規則で定める

額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。

�・� 省略

� 任期付職員条例第７条第１項に規定する給料表の適用を受け

る教育職員 次に掲げる当該職員が受ける同項に規定する給料

表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

ア ６号給及び７号給並びに任期付職員条例第７条第３項（同

条第４項の規定が適用される場合を含む。）の規定による給

料月額 １２，０００円

イ～エ 省略

３ 省略

ぞれ次に定める額

ア ６号給及び７号給並びに任期付職員条例第７条第３項

の規定による給

料月額 １２，０００円

イ～エ 省略

� 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成１３年愛媛

県条例第４６号。以下「任期付研究員条例」という。）第３条第

１号の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当

該職員が受ける任期付研究員条例第５条第１項に規定する給料

表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

ア ６号給及び任期付研究員条例第５条第４項

の規定による給料月額 １２

，０００円

イ～エ 省略

２ 教育職員給与条例第１７条の２第２項の人事委員会規則で定める

額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。

�・� 省略

� 任期付職員条例第７条第１項に規定する給料表の適用を受け

る教育職員 次に掲げる当該職員が受ける同項に規定する給料

表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

ア ６号給及び７号給並びに任期付職員条例第７条第３項

の規定による給

料月額 １２，０００円

イ～エ 省略

３ 省略

（特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）

第１５条 特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則（愛媛県人事委員会規則７－９３３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（経過措置）

３ 前項の職員に係る特地勤務手当の月額は、新規則第３条の規定

にかかわらず、施行日の前日において受けていた特地勤務手当の

月額（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

１１０号）第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短

時間勤務の承認を受けた職員及び同法第１７条の規定による短時間

勤務をすることとなった職員（以下「育児短時間勤務職員等」と

いう。）にあっては、同日に育児短時間勤務職員等であったとし

たならば受けることとなった特地勤務手当の月額）に相当する額

とする。

附 則

（経過措置）

３ 前項の職員に係る特地勤務手当の月額は、新規則第３条の規定

にかかわらず、施行日の前日において受けていた特地勤務手当の

月額

に相当する額

とする。

（特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）

第１６条 特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則（愛媛県人事委員会規則７－１００４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ 改正後の特地勤務手当等に関する規則（以下「新規則」とい

う。）別表第１級別区分欄に掲げる級別が改正前の特地勤務手当

等に関する規則別表第１級別区分欄に掲げる級別より下位である

附 則

２ 改正後の特地勤務手当等に関する規則（以下「新規則」とい

う。）別表第１級別区分欄に掲げる級別が改正前の特地勤務手当

等に関する規則別表第１級別区分欄に掲げる級別より下位である
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公署にこの規則の施行の日の前日から引き続き在勤している職員

の特地勤務手当の月額は、新規則第３条の規定にかかわらず、同

条の規定による特地勤務手当の月額が同日において受けていた特

地勤務手当の月額（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により同条第１項に規定

する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第１７条の規定に

よる短時間勤務をすることとなった職員（以下「育児短時間勤務

職員等」という。）にあっては、同日に育児短時間勤務職員等で

あったとしたならば受けることとなった特地勤務手当の月額）

（以下「旧特地勤務手当の月額」という。）に達するまでの間

（その期間内に当該公署が移転した場合又は当該公署が特地公署

に該当しなくなった場合にあっては、その移転し、又は該当しな

くなった日の前日までの間）、当該旧特地勤務手当の月額に相当

する額とする。

公署にこの規則の施行の日の前日から引き続き在勤している職員

の特地勤務手当の月額は、新規則第３条の規定にかかわらず、同

条の規定による特地勤務手当の月額が同日において受けていた特

地勤務手当の月額

（以下「旧特地勤務手当の月額」という。）に達するまでの間

（その期間内に当該公署が移転した場合又は当該公署が特地公署

に該当しなくなった場合にあっては、その移転し、又は該当しな

くなった日の前日までの間）、当該旧特地勤務手当の月額に相当

する額とする。

（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則の一部改正）

第１７条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則（愛媛県人事委員会規

則７－１０２７）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

ア・イ 省略

ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

１１０号。以下「育児休業法」という。）第２条第１項の規定

により育児休業をしていた期間

エ～キ 省略

� 復職時調整 初任給規則第３６条の２、職員の育児休業等に関

する条例（平成４年愛媛県条例第２号）第８条、 公益法人等

派遣条例第６条若しくは第１６条又は職員の自己啓発等休業に関

する条例（平成１９年愛媛県条例第５９号）第１０条の規定による号

給の調整をいう。

�・� 省略

（平成１７年改正条例附則第７項の人事委員会規則で定める職員）

第３条 平成１７年改正条例附則第７項の人事委員会規則で定める職

員は、次に掲げる職員とする。

�～� 省略

� 切替日以降に育児休業法第１０条第１項に規定する育児短時間

勤務（次条第１項第４号において「育児短時間勤務」とい

う。）を始めた職員

	 省略


 省略

（平成１７年改正条例附則第８項の規定による給料の支給）

第４条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のう

ち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった

職員（当該各号の２以上の号に掲げる場合に該当することとなっ

た職員（人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項にお

いて「特定職員」という。）を除く。）であって、その者の受け

る給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しな

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

ア・イ 省略

ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

１１０号 ）第２条第１項の規定に

より育児休業をしていた期間

エ～キ 省略

� 復職時調整 初任給規則第３６条の２、職員の育児休業等に関

する条例（平成４年愛媛県条例第２号）第６条又は公益法人等

派遣条例第６条若しくは第１６条

の規定による号

給の調整をいう。

�・� 省略

（平成１７年改正条例附則第７項の人事委員会規則で定める職員）

第３条 平成１７年改正条例附則第７項の人事委員会規則で定める職

員は、次に掲げる職員とする。

�～� 省略

� 省略

	 省略

（平成１７年改正条例附則第８項の規定による給料の支給）

第４条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のう

ち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった

職員（当該各号の２以上の号に掲げる場合に該当することとなっ

た職員（人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項にお

いて「特定職員」という。）を除く。）であって、その者の受け

る給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しな
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いこととなるものには、その差額に相当する額を、平成１７年改正

条例附則第８項の規定による給料として支給する。

�～� 省略

� 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応

じ、次に定める額

ア 育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間

勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けて

いた給料月額に相当する額に算出率（職員の給与に関する条

例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）第４条第１２項及び教育職員

の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）第８条に

規定する算出率をいう。）を乗じて得た額（その額に１円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

イ アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者

が受けていた給料月額

� 再任用職員異動をした場合 平成１７年改正条例第１条による

改正前の職員の給与に関する条例

別表第１から別表第５までの給料表の再任用職員の欄に掲

げる給料月額又は平成１７年改正条例第２条による改正前の教育

職員の給与に関する条例 別表第

１及び別表第２の給料表の再任用教育職員の欄に掲げる給料月

額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じ

た額（当該再任用職員異動後に法第２８条の５第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、職員勤務

時間等条例第１１条第１項の規定又は教育職員勤務時間等条例第

１１条第１項の規定により定められたその者の当該再任用職員異

動後における勤務時間を４０時間で除して得た数を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た額））

� 省略

２ 省略

いこととなるものには、その差額に相当する額を、平成１７年改正

条例附則第８項の規定による給料として支給する。

�～� 省略

� 再任用職員異動をした場合 平成１７年改正条例第１条による

改正前の職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７

号）別表第１から別表第５までの給料表の再任用職員の欄に掲

げる給料月額又は平成１７年改正条例第２条による改正前の教育

職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）別表第

１及び別表第２の給料表の再任用教育職員の欄に掲げる給料月

額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じ

た額（当該再任用職員異動後に法第２８条の５第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、職員勤務

時間等条例第１１条第１項の規定又は教育職員勤務時間等条例第

１１条第１項の規定により定められたその者の当該再任用職員異

動後における勤務時間を４０時間で除して得た数を乗じて得た額

）

� 省略

２ 省略

（管理職手当に関する規則及び教育職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）

第１８条 管理職手当に関する規則及び教育職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則（愛媛県人事委員会規則７－１０４２）の一部

を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（経過措置）

３ 職員の給与に関する条例第１８条の２又は教育職員の給与に関す

る条例第１７条の３の規定により管理職手当を支給する職を占める

職員のうち、新管理職手当規則第３条又は第２条の規定による改

正後の教育職員の管理職手当に関する規則（以下「新教育職員管

理職手当規則」という。）第３条の規定による管理職手当が経過

措置基準額（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法

律第１１０号）第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する育

児短時間勤務の承認を受けた職員（教育職員の給与に関する条例

第２条に規定する教育職員（以下「教育職員」という。）を除

く。以下この項において同じ。）又は同法第１７条の規定による短

時間勤務をすることとなった職員にあっては当該経過措置基準額

に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛

媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者の

勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間

附 則

（経過措置）

３ 職員の給与に関する条例第１８条の２又は教育職員の給与に関す

る条例第１７条の３の規定により管理職手当を支給する職を占める

職員のうち、新管理職手当規則第３条又は第２条の規定による改

正後の教育職員の管理職手当に関する規則（以下「新教育職員管

理職手当規則」という。）第３条の規定による管理職手当が経過

措置基準額
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勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除し

て得た数を、同法第１０条第３項の規定により同条第１項に規定す

る育児短時間勤務の承認を受けた教育職員又は同法第１７条の規定

による短時間勤務をすることとなった教育職員にあっては当該経

過措置基準額に教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する

条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号）第１１条第１項の規定により定

められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務教育

職員等、再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育職

員以外の教育職員の勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得

た額）に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、

当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各

号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た

額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た額）を管理職手当として支給する。

�～� 省略

に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、

当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各

号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た

額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た額）を管理職手当として支給する。

�～� 省略

（職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の一部改正）

第１９条 職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（休暇の許可の事由及び期間）

第１条の３ 省略

２ 条例第３条第３項の無給休暇の許可に係る同条第４項の人事委

員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由とし、当該

許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。

（休暇の許可の事由及び期間）

第１条の３ 省略

２ 条例第３条第３項の無給休暇の許可に係る同条第４項の人事委

員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由とし、当該

許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。

事 由 期間 事 由 期間

職員（再任用短時間勤務職員（条例第５条第１項に

規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。）

及び任期付短時間勤務職員（同項に規定する任期付短

時間勤務職員をいう。以下同じ。）以外の非常勤職員

を除く。）が次に掲げる者で負傷、疾病又は身体上若し

くは精神上の障害のため介護を必要とするもの（第６

条において「要介護者」という。）を介護する場合で

あつて、当該職員が介護することがやむを得ないと認

められるとき。

ア～ウ 省略

省略 職員（法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の

職を占める職員（以下「短時間勤務職員」という

。）以外の非常勤職員

を除く。）が次に掲げる者で負傷、疾病又は身体上若し

くは精神上の障害のため介護を必要とするもの（第６

条において「要介護者」という。）を介護する場合で

あつて、当該職員が介護することがやむを得ないと認

められるとき。

ア～ウ 省略

省略

３・４ 省略

５ 再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に対する第１

項の表�の項 及び�の項、第２項の表並びに第４項の規

定の適用については、次のとおりとする。

� 第１項の表�の項 期間の欄中「５日」とあるの

は、「５日に再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員

の１週間の勤務日（条例第１１条第４項に規定する勤務日をい

う。以下同じ。）の日数を５日で除して得た数を乗じて得た日

数（１週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時

間数（以下「勤務形態」という。）が同一でない職員（以下

「不斉一型短時間勤務職員 」という。）にあつては、４０時間

に条例第１１条第１項の規定に基づき定められたその者の勤務時

間を４０時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の１

日当たりの勤務時間（職員の勤務時間等に応じ人事委員会が定

３・４ 省略

５ 短時間勤務職員 に対する第１

項の表�の項、�の項及び�の項、第２項の表並びに第４項の規

定の適用については、次のとおりとする。

� 第１項の表�の項及び�の項期間の欄中「５日」とあるの

は、「５日に短時間勤務職員

の１週間の勤務日（条例第１１条第４項に規定する勤務日をい

う。以下同じ。）の日数を５日で除して得た数を乗じて得た日

数（１週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時

間数 が同一でない職員（以下

「同一勤務型職員以外の職員」という。）にあつては、４０時間

に条例第１１条第１項の規定に基づき定められたその者の勤務時

間を４０時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の１

日当たりの勤務時間（職員の勤務形態等に応じ人事委員会が定

愛 媛 県 報平成２０年３月２１日 第１９４８号

２２７



める期間内の勤務時間を当該期間内の勤務日の日数で除して得

た時間をいう。以下同じ。）を１日として日に換算して得た日

数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日

数））（その日数が５日を超えるときは、５日）」とする。

� 第１項の表�の項期間の欄中「３日」とあるのは、「３日に

再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の１週間の勤

務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た日数（不斉一型

短時間勤務職員 にあつては、２４時間に条例第１１条第１項の規

定に基づき定められたその者の勤務時間を４０時間で除して得た

数を乗じて得た時間数を、その者の１日当たりの勤務時間を１

日として日に換算して得た日数）（１日未満の端数があるとき

は、これを四捨五入して得た日数とし、その日数が３日を超え

るときは、３日とする。」とする。

� 第２項の表期間の欄中「一の年において１８０日」とあるの

は、「一の年において１８０日に再任用短時間勤務職員又は任期

付短時間勤務職員の１週間の勤務日の日数を５日で除して得た

数を乗じて得た日数（不斉一型短時間勤務職員 にあつては、

１４４０時間に条例第１１条第１項の規定に基づき定められたその者

の勤務時間を４０時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、そ

の者の１日当たりの勤務時間を１日として日に換算して得た日

数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日

数））（その日数が１８０日を超えるときは、１８０日）」とする。

� 第４項中「１８０日」とあるのは、「１８０日に再任用短時間勤務

職員又は任期付短時間勤務職員の１週間の勤務日の日数を５日

で除して得た数を乗じて得た日数（不斉一型短時間勤務職員

にあつては、１４４０時間に条例第１１条第１項の規定に基づき定め

られたその者の勤務時間を４０時間で除して得た数を乗じて得た

時間数を、その者の１日当たりの勤務時間を１日として日に換

算して得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五

入して得た日数））（その日数が１８０日を超えるときは、１８０

日）」とする。

（年次有給休暇の日数）

第１条の４ 条例第５条第１項の人事委員会規則で定める日数は、

２０日に短時間勤務職員（同項に規定する短時間勤務職員をいう。

以下同じ。）の１週間の勤務日の日数を５日で除して得た数を乗

じて得た日数（不斉一型短時間勤務職員 にあつては、１６０時間

に条例第１１条第１項の規定に基づき定められたその者の勤務時間

を４０時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の１日当

たりの勤務時間を１日として日に換算して得た日数（１日未満の

端数があるときは、これを四捨五入して得た日数））とする。た

だし、その日数が労働基準法 第３９条の規

定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同

条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

（休暇の算定）

第３条 休暇は、１日又は１時間を単位として与えるものとする。

ただし、短時間勤務職員のうち不斉一型短時間勤務職員 の年次

有給休暇（以下「年次休暇」という。）は、１時間を単位として

与えるものとする。

２・３ 省略

４ １時間を単位として与えた休暇を日に換算する場合は、８時間

の休暇をもつて１日とする。ただし、短時間勤務職員にあつて

は、勤務日１日についての勤務時間（不斉一型短時間勤務職員

にあつては、その者の１日当たりの勤務時間）に相当する時間

める期間内の勤務時間を当該期間内の勤務日の日数で除して得

た時間をいう。以下同じ。）を１日として日に換算して得た日

数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日

数））（その日数が５日を超えるときは、５日）」とする。

� 第１項の表�の項期間の欄中「３日」とあるのは、「３日に

短時間勤務職員 の１週間の勤

務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た日数（同一勤務

型職員以外の職員にあつては、２４時間に条例第１１条第１項の規

定に基づき定められたその者の勤務時間を４０時間で除して得た

数を乗じて得た時間数を、その者の１日当たりの勤務時間を１

日として日に換算して得た日数）（１日未満の端数があるとき

は、これを四捨五入して得た日数とし、その日数が３日を超え

るときは、３日とする。）」とする。

� 第２項の表期間の欄中「一の年において１８０日」とあるの

は、「一の年において１８０日に短時間勤務職員

の１週間の勤務日の日数を５日で除して得た

数を乗じて得た日数（同一勤務型職員以外の職員にあつては、

１４４０時間に条例第１１条第１項の規定に基づき定められたその者

の勤務時間を４０時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、そ

の者の１日当たりの勤務時間を１日として日に換算して得た日

数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日

数））（その日数が１８０日を超えるときは、１８０日）」とする。

� 第４項中「１８０日」とあるのは、「１８０日に短時間勤務職員

の１週間の勤務日の日数を５日

で除して得た数を乗じて得た日数（同一勤務型職員以外の職員

にあつては、１４４０時間に条例第１１条第１項の規定に基づき定め

られたその者の勤務時間を４０時間で除して得た数を乗じて得た

時間数を、その者の１日当たりの勤務時間を１日として日に換

算して得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五

入して得た日数））（その日数が１８０日を超えるときは、１８０

日）」とする。

（年次有給休暇の日数）

第１条の４ 条例第５条第１項の人事委員会規則で定める日数は、

２０日に短時間勤務職員

の１週間の勤務日の日数を５日で除して得た数を乗

じて得た日数（同一勤務型職員以外の職員にあつては、１６０時間

に条例第１１条第１項の規定に基づき定められたその者の勤務時間

を４０時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の１日当

たりの勤務時間を１日として日に換算して得た日数（１日未満の

端数があるときは、これを四捨五入して得た日数））とする。た

だし、その日数が労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第３９条の規

定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同

条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

（休暇の算定）

第３条 休暇は、１日又は１時間を単位として与えるものとする。

ただし、短時間勤務職員のうち同一勤務型職員以外の職員の年次

有給休暇（以下「年次休暇」という。）は、１時間を単位として

与えるものとする。

２・３ 省略

４ １時間を単位として与えた休暇を日に換算する場合は、８時間

の休暇をもつて１日とする。ただし、短時間勤務職員にあつて

は、勤務日１日についての勤務時間（同一勤務型職員以外の職員

にあつては、その者の１日当たりの勤務時間）に相当する時間
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（１時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間）の休

暇をもつて１日とする。

第４条 年の中途において新規に採用された職員のその年における

年次休暇は、条例第５条第１項の日数に、発令以後の月数（法第

２８条の４第１項、第２８条の５第１項若しくは第２８条の６第１項若

しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」

という。）又は地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第１１０号）第６条第１項若しくは第１８条第１項若しくは地方

公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法

律第４８号。以下「任期付職員法」という。）第４条若しくは第５

条の規定により任期を定めて採用された職員にあつては、在職す

る期間の月数。次項において同じ。）（１箇月に満たない月は、

切り上げる。）を１２で除した数を乗じた日数（その日数が労働基

準法第３９条の規定により付与すべきものとされている日数を下回

る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日

数）とする。ただし、年次休暇の日数に端数を生じた場合は、そ

の端数は、四捨五入とする。

２ 省略

第４条の４ 年の中途において勤務形態

の変更があつた場合における

職員の第１

条の３第１項の表�の項 及び�の項に規定する有給休暇

の日数、同条第２項の表及び第４項に規定する無給休暇の日数並

びに年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し人事委員会

が定める。

（年次休暇の繰越）

第９条 職員は、１２月末日におけるその年の年次休暇の残日数（当

該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあつては、人事

委員会が定める日数）を、２０日（短時間勤務職員にあつては、第

１条の４の規定による日数）を限度として、次の年に限り繰り越

して請求することができる。

（週休日及び勤務時間の割振りの基準）

第１１条 条例第１１条第１項本文に規定する勤務時間は、１日につき

８時間（育児短時間勤務職員等（条例第５条第１項に規定する育

児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。）にあつては１週間ごと

の期間について、当該育児短時間勤務（同項に規定する育児短時

間勤務）等の内容に従い１日につき８時間を超えない時間、再任

用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては１週間ご

との期間について、１日につき８時間を超えない時間）となるよ

うに割り振るものとする。

２ 任命権者は、条例第１１条第３項ただし書の規定に基づき、特別

の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別

に定める場合には、４週間ごとの期間についてこれを定め、当該

期間内に４の日曜日を含む８日の週休日（育児短時間勤務職員等

にあつては８日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休

日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては

８日以上の週休日）を設け、かつ、１日の勤務時間が８時間を超

えないようにしなければならない。

３ 省略

の休

暇をもつて１日とする。

第４条 年の中途において新規に採用された職員のその年における

年次休暇は、条例第５条第１項の日数に、発令以後の月数（法第

２８条の４第１項、第２８条の５第１項若しくは第２８条の６第１項若

しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」

という。）又は地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第１１０号）第６条第１項 若しくは地方

公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法

律第４８号。以下「任期付職員法」という。）第４条若しくは第５

条の規定により任期を定めて採用された職員にあつては、在職す

る期間の月数。次項において同じ。）（１箇月に満たない月は、

切り上げる。）を１２で除した数を乗じた日数（その日数が労働基

準法第３９条の規定により付与すべきものとされている日数を下回

る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日

数）とする。ただし、年次休暇の日数に端数を生じた場合は、そ

の端数は、四捨五入とする。

２ 省略

第４条の４ 年の中途において１週間当たりの勤務日又は勤務時間

の変更があつた場合における再任用職員及び任期付職員法第４条

若しくは第５条の規定により任期を定めて採用された職員の第１

条の３第１項の表�の項、�の項及び�の項に規定する有給休暇

の日数、同条第２項の表 に規定する無給休暇の日数並

びに年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し人事委員会

が定める。

（年次休暇の繰越）

第９条 職員は、１２月末日におけるその年の年次休暇の残日数

を、２０日

を限度として、次の年に限り繰り越

して請求することができる。

（週休日及び勤務時間の割振りの基準）

第１１条 条例第１１条第１項本文に規定する勤務時間は、１日につき

８時間（短時間勤務職員にあつては、

８時間を超えない時間）となるよ

うに割り振るものとする。

２ 任命権者は、条例第１１条第３項ただし書の規定に基づき、特別

の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別

に定める場合には、４週間ごとの期間についてこれを定め、当該

期間内に４の日曜日を含む８日（短時間勤務職員にあつては、８

日以上）の週休日

を設け、かつ、１日の勤務時間が８時間を超

えないようにしなければならない。

３ 省略

（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部改正）

第２０条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（休暇の許可の事由及び期間）

第２条の３ 省略

２ 条例第４条第３項の無給休暇の許可に係る同条第４項の人事委

員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由とし、当該

許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。

（休暇の許可の事由及び期間）

第２条の３ 省略

２ 条例第４条第３項の無給休暇の許可に係る同条第４項の人事委

員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由とし、当該

許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。

事 由 期間 事 由 期間

職員（再任用短時間勤務教育職員（条例第６条第１

項に規定する再任用短時間勤務教育職員をいう。以下

同じ。）及び任期付短時間勤務教育職員（同項に規定

する任期付短時間勤務教育職員をいう。以下同じ。）

以外の非常勤職員を除く。）が次に掲げる者で負傷、

疾病又は身体上若しくは精神上の障害のため介護を必

要とするもの（第６条において「要介護者」とい

う。）を介護する場合であつて、当該職員が介護する

ことがやむを得ないと認められるとき。

ア～ウ 省略

省略 職員（法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の

職を占める職員（以下「短時間勤務職員」という。）

以外の非常勤職員を除く。）が次に掲げる者で負傷、

疾病又は身体上若しくは精神上の障害のため介護を必

要とするもの（第６条において「要介護者」とい

う。）を介護する場合であつて、当該職員が介護する

ことがやむを得ないと認められるとき。

ア～ウ 省略

省略

３・４ 省略

５ 再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育職員に対

する第１項の表�の項 及び�の項、第２項の表並びに第

４項の規定の適用については、次のとおりとする。

� 第１項の表�の項 期間の欄中「５日」とあるの

は、「５日に再任用短時間勤務教育職員又は任期付短時間勤務

教育職員の１週間の勤務日（条例第１１条第３項に規定する勤務

日をいう。以下同じ。）の日数を５日で除して得た数を乗じて

得た日数（１週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時

間の時間数（以下「勤務形態」という。）が同一でない職員

（以下「不斉一型短時間勤務職員 」という。）にあつては、

４０時間に条例第１１条第１項の規定に基づき定められたその者の

勤務時間を４０時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、その

者の１日当たりの勤務時間（職員の勤務時間等に応じ人事委員

会が定める期間内の勤務時間を当該期間内の勤務日の日数で除

して得た時間をいう。以下同じ。）を１日として日に換算して

得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して

得た日数）（その日数が５日を超えるときは、５日）」とす

る。

� 第１項の表�の項期間の欄中「３日」とあるのは、「３日に

再任用短時間勤務教育職員又は任期付短時間勤務教育職員の１

週間の勤務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た日数

（不斉一型短時間勤務職員 にあつては、２４時間に条例第１１条

第１項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を４０時間で

除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の１日当たりの勤

務時間を１日として日に換算して得た日数）（１日未満の端数

があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、その日数が

３日を超えるときは、３日とする。」とする。

� 第２項の表期間の欄中「一の年において１８０日」とあるの

は、「一の年において１８０日に再任用短時間勤務教育職員又は

任期付短時間勤務教育職員の１週間の勤務日の日数を５日で除

して得た数を乗じて得た日数（不斉一型短時間勤務職員 にあ

つては、１４４０時間に条例第１１条第１項の規定に基づき定められ

３・４ 省略

５ 短時間勤務職員 に対

する第１項の表�の項、�の項及び�の項、第２項の表並びに第

４項の規定の適用については、次のとおりとする。

� 第１項の表�の項及び�の項期間の欄中「５日」とあるの

は、「５日に短時間勤務職員

の１週間の勤務日（条例第１１条第３項に規定する勤務

日をいう。以下同じ。）の日数を５日で除して得た数を乗じて

得た日数（１週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時

間の時間数 が同一でない職員

（以下「同一勤務型職員以外の職員」という。）にあつては、

４０時間に条例第１１条第１項の規定に基づき定められたその者の

勤務時間を４０時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、その

者の１日当たりの勤務時間（職員の勤務形態等に応じ人事委員

会が定める期間内の勤務時間を当該期間内の勤務日の日数で除

して得た時間をいう。以下同じ。）を１日として日に換算して

得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して

得た日数）（その日数が５日を超えるときは、５日）」とす

る。

� 第１項の表�の項期間の欄中「３日」とあるのは、「３日に

短時間勤務職員 の１

週間の勤務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た日数

（同一勤務型職員以外の職員にあつては、２４時間に条例第１１条

第１項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を４０時間で

除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の１日当たりの勤

務時間を１日として日に換算して得た日数）（１日未満の端数

があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、その日数が

３日を超えるときは、３日とする。）」とする。

� 第２項の表期間の欄中「一の年において１８０日」とあるの

は、「一の年において１８０日に短時間勤務職員

の１週間の勤務日の日数を５日で除

して得た数を乗じて得た日数（同一勤務型職員以外の職員にあ

つては、１４４０時間に条例第１１条第１項の規定に基づき定められ
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たその者の勤務時間を４０時間で除して得た数を乗じて得た時間

数を、その者の１日当たりの勤務時間を１日として日に換算し

て得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入し

て得た日数）（その日数が１８０日を超えるときは、１８０日）」と

する。

� 第４項中「１８０日」とあるのは、「１８０日に再任用短時間勤務

教育職員又は任期付短時間勤務教育職員の１週間の勤務日の日

数を５日で除して得た数を乗じて得た日数（不斉一型短時間勤

務職員 にあつては、１４４０時間に条例第１１条第１項の規定に基

づき定められたその者の勤務時間を４０時間で除して得た数を乗

じて得た時間数を、その者の１日当たりの勤務時間を１日とし

て日に換算して得た日数（１日未満の端数があるときは、これ

を四捨五入して得た日数）（その日数が１８０日を超えるとき

は、１８０日）」とする。

（年次有給休暇）

第２条の４ 条例第６条第１項の人事委員会規則で定める日数は、

２０日に短時間勤務教育職員（同項に規定する短時間勤務教育職員

をいう。以下同じ。）の１週間の勤務日の日数を５日で除して得

た数を乗じて得た日数（不斉一型短時間勤務職員 にあつては、

１６０時間に条例第１１条第１項の規定に基づき定められたその者の

勤務時間を４０時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者

の１日当たりの勤務時間を１日として日に換算して得た日数（１

日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数））と

する。ただし、その日数が労働基準法 第

３９条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合

には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とす

る。

第３条 省略

２ 省略

３ 前項の規定にかかわらず、休暇年度の中途において新たに法第

２８条の４第１項、第２８条の５第１項若しくは第２８条の６第１項若

しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」

という。）又は地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第１１０号）第６条第１項若しくは第１８条第１項若しくは地方

公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法

律第４８号。以下「任期付職員法」という。）第４条若しくは第５

条の規定により任期を定めて採用された職員（以下「任期付職

員」という。）のその休暇年度における年次休暇の日数は、条例

第６条第１項の日数に再任用職員又は任期付職員として在職する

期間の月数（１箇月に満たない月は、切り上げる。）を１２で除し

て得た数を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは、これ

を四捨五入して得た日数）とする。ただし、その日数が労働基準

法第３９条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る

場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数と

する。

４・５ 省略

（休暇の計算）

第４条 休暇は、１日又は１時間を単位として与えるものとする。

ただし、短時間勤務教育職員のうち不斉一型短時間勤務職員 の

年次休暇は、１時間を単位として与えるものとする。

２ 省略

３ １時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、８

時間の休暇をもつて１日とする。ただし、短時間勤務教育職員に

たその者の勤務時間を４０時間で除して得た数を乗じて得た時間

数を、その者の１日当たりの勤務時間を１日として日に換算し

て得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入し

て得た日数）（その日数が１８０日を超えるときは、１８０日）」と

する。

� 第４項中「１８０日」とあるのは、「１８０日に短時間勤務職員

の１週間の勤務日の日

数を５日で除して得た数を乗じて得た日数（同一勤務型職員以

外の職員にあつては、１４４０時間に条例第１１条第１項の規定に基

づき定められたその者の勤務時間を４０時間で除して得た数を乗

じて得た時間数を、その者の１日当たりの勤務時間を１日とし

て日に換算して得た日数（１日未満の端数があるときは、これ

を四捨五入して得た日数）（その日数が１８０日を超えるとき

は、１８０日）」とする。

（年次有給休暇）

第２条の４ 条例第６条第１項の人事委員会規則で定める日数は、

２０日に短時間勤務職員

の１週間の勤務日の日数を５日で除して得

た数を乗じて得た日数（同一勤務型職員以外の職員にあつては、

１６０時間に条例第１１条第１項の規定に基づき定められたその者の

勤務時間を４０時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者

の１日当たりの勤務時間を１日として日に換算して得た日数（１

日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数））と

する。ただし、その日数が労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第

３９条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合

には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とす

る。

第３条 省略

２ 省略

３ 前項の規定にかかわらず、休暇年度の中途において新たに法第

２８条の４第１項、第２８条の５第１項若しくは第２８条の６第１項若

しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」

という。）又は地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第１１０号）第６条第１項 若しくは地方

公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法

律第４８号。以下「任期付職員法」という。）第４条若しくは第５

条の規定により任期を定めて採用された職員（以下「任期付職

員」という。）のその休暇年度における年次休暇の日数は、条例

第６条第１項の日数に再任用職員又は任期付職員として在職する

期間の月数（１箇月に満たない月は、切り上げる。）を１２で除し

て得た数を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは、これ

を四捨五入して得た日数）とする。ただし、その日数が労働基準

法第３９条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る

場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数と

する。

４・５ 省略

（休暇の計算）

第４条 休暇は、１日又は１時間を単位として与えるものとする。

ただし、短時間勤務職員 のうち同一勤務型職員以外の職員の

年次休暇は、１時間を単位として与えるものとする。

２ 省略

３ １時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、８

時間の休暇をもつて１日とする。ただし、短時間勤務職員 に
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あつては、勤務日１日についての勤務時間（不斉一型短時間勤務

職員 にあつては、その者の１日当たりの勤務時間）に相当する

時間（１時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間）

の休暇をもつて１日とする。

４ 省略

第４条の２ 年（暦年をいう。第６条第３項において同じ。）の中

途において勤務形態 の変更があつた場

合における

職員の第２条の３第１項の表

�の項 及び�の項に規定する有給休暇の日数並びに同条

第２項の表及び第４項に規定する無給休暇の日数は、その者の勤

務時間等を考慮し人事委員会が定める。

２ 休暇年度の中途において勤務形態 の

変更があつた場合における

職員の年次休

暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し人事委員会が定める。

（子の看護の際の休暇）

第４条の３ 省略

２ 第４条第３項の規定にかかわらず、短時間勤務教育職員につい

て、１時間を単位として与えられた条例第９条の２に規定する子

の看護の際の休暇（以下「子の看護休暇」という。）を日に換算

する場合の計算に関し必要な事項は、他の職員との権衡を考慮し

人事委員会が定める。

３ 省略

（年次休暇の繰越）

第９条 職員は、８月末日におけるその休暇年度の年次休暇の残日

数（当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあつて

は、人事委員会が定める日数）を、２０日（短時間勤務教育職員に

あつては、第１条の４の規定による日数）を限度として、次の休

暇年度に限り繰り越して請求することができる。

２ 省略

（週休日及び勤務時間の割振りの基準）

第１１条 条例第１１条第１項本文に規定する勤務時間は、１日につき

８時間（育児短時間勤務教育職員等（条例第６条第１項に規定す

る育児短時間勤務教育職員等をいう。以下同じ。）にあつては１

週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務（同項に規定する

育児短時間勤務）等の内容に従い１日につき８時間を超えない時

間、再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育職員に

あつては１週間ごとの期間について、１日につき８時間を超えな

い時間）となるように割り振るものとする。

２ 任命権者は、条例第１１条第２項ただし書の規定に基づき、特別

の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別

に定める場合には、４週間ごとの期間についてこれを定め、当該

期間内に４の日曜日を含む８日の週休日（育児短時間勤務教育職

員等にあつては８日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた

週休日、再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育職

員にあつては８日以上の週休日）を設け、かつ、１日の勤務時間

が８時間を超えないようにしなければならない。

３ 省略

あつては、勤務日１日についての勤務時間（同一勤務型職員以外

の職員にあつては、その者の１日当たりの勤務時間）に相当する

時間

の休暇をもつて１日とする。

４ 省略

第４条の２ 年（暦年をいう。第６条第３項において同じ。）の中

途において１週間当たりの勤務日又は勤務時間の変更があつた場

合における再任用職員及び任期付職員法第４条若しくは第５条の

規定により任期を定めて採用された職員の第２条の３第１項の表

�の項、�の項及び�の項に規定する有給休暇の日数並びに同条

第２項の表 に規定する無給休暇の日数は、その者の勤

務時間等を考慮し人事委員会が定める。

２ 休暇年度の中途において１週間当たりの勤務日又は勤務時間の

変更があつた場合における再任用職員及び任期付職員法第４条若

しくは第５条の規定により任期を定めて採用された職員の年次休

暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し人事委員会が定める。

（子の看護の際の休暇）

第４条の３ 省略

２ 第４条第３項の規定にかかわらず、短時間勤務職員 につい

て、１時間を単位として与えられた条例第９条の２に規定する子

の看護の際の休暇（以下「子の看護休暇」という。）を日に換算

する場合の計算に関し必要な事項は、他の職員との権衡を考慮し

人事委員会が定める。

３ 省略

（年次休暇の繰越）

第９条 職員は、８月末日におけるその休暇年度の年次休暇の残日

数

を、２０日

を限度として、次の休

暇年度に限り繰り越して請求することができる。

２ 省略

（週休日及び勤務時間の割振りの基準）

第１１条 条例第１１条第１項本文に規定する勤務時間は、１日につき

８時間（短時間勤務職員にあつては、

８時間を超えな

い時間）となるように割り振るものとする。

２ 任命権者は、条例第１１条第２項ただし書の規定に基づき、特別

の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別

に定める場合には、４週間ごとの期間についてこれを定め、当該

期間内に４の日曜日を含む８日（短時間勤務職員にあつては、８

日以上）の週休日

を設け、かつ、１日の勤務時間

が８時間を超えないようにしなければならない。

３ 省略

（職員の育児休業等に関する規則の一部改正）

第２１条 職員の育児休業等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－３３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例（平成４年愛

媛県条例第２号。以下「条例」という。）第３条第４号、第７条

第１項、第１１条第５号、第１２条、第１３条及び第２４条の規定に基づ

き、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

（職員の配偶者の行う子の養育の方法）

第２条 条例第３条第４号又は第１１条第５号の人事委員会規則で定

める方法は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法

律第１１０号。以下「育児休業法」という。）その他の法律による

育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を

短縮することにより子の養育を支援する方法とする。

（育児休業等計画書）

第３条 条例第３条第４号又は第１１条第５号に規定する育児休

業等計画書の様式は、育児休業等計画書（様式第１号）とする。

第４条 省略

第５条 省略

（育児休業に係る子が死亡した場合等の届出）

第６条 省略

２ 省略

３ 第４条第２項の規定は、第１項の届出があった場合について準

用する。

（育児休業に伴う任期付職員の採用及び任期の更新）

第７条 任命権者は、育児休業法

第６条

第１項の規定により職員を採用しようとする場合は、職員となる

者に、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾し

た文書を提出させるものとする。

２ 任命権者は、条例第６条 の規定により職員の同意を得る場

合には、当該職員に、任期を更新すること及びその更新する期間

について承諾した文書を提出させるものとする。

（育児休業をしている職員の勤務した期間に相当する期間）

第８条 条例第７条第１項 の人事委員会規則で定める期間

は、休暇の期間その他勤務しないことにつき任命権者の承認があ

った期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

� 育児休業法第２条の規定により育児休業をしていた期間、教

育公務員特例法 （昭和２４年法律第１号）第２６条第１項に規定

する大学院修学休業をしていた期間及び地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２６条の５第１項に規定する自己啓発等休業

をしていた期間

�・� 省略

（条例第１２条の人事委員会規則で定める日数及び時間）

第９条 条例第１２条の人事委員会規則で定める日数は、１２日とし、

同条の人事委員会規則で定める時間は、１６時間とする。

（育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続）

第１０条 条例第１３条の規定による育児短時間勤務承認請求書の様式

は、育児短時間勤務承認請求書（様式第４号）とする。

２ 第４条第２項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長

の請求があった場合について準用する。

（育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出）

第１１条 第６条の規定は、育児短時間勤務に係る子が死亡した場合

等の届出について準用する。この場合において、同条第１項第４

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例（平成４年愛

媛県条例第２号。以下「条例」という。）第５条の３第１項及び

第１１条 の規定に基づ

き、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

（育児休業計画書）

第１条の２ 条例第３条第４号 に規定する育児休

業計画書 の様式は、育児休業計画書 （様式第１号）とする。

第２条 省略

第３条 省略

（育児休業に係る子が死亡した場合等の届出）

第４条 省略

２ 省略

３ 第２条第２項の規定は、第１項の届出があった場合について準

用する。

（ 任期付職員の採用及び任期の更新）

第４条の２ 任命権者は、地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第６条

第１項の規定により職員を採用しようとする場合は、職員となる

者に、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾し

た文書を提出させるものとする。

２ 任命権者は、条例第５条の２の規定により職員の同意を得る場

合には、当該職員に、任期を更新すること及びその更新する期間

について承諾した文書を提出させるものとする。

（ 勤務した期間に相当する期間）

第４条の３ 条例第５条の３第１項の人事委員会規則で定める期間

は、休暇の期間その他勤務しないことにつき任命権者の承認があ

った期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

� 育児休業法第２条の規定により育児休業をしていた期間及び

教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２６条第１項に規定

する大学院修学休業をしていた期間

�・� 省略
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号中「条例第５条第１号」とあるのは、「条例第１４条第１号」と

読み替えるものとする。

（育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用及び任期の

更新）

第１２条 第７条の規定は、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の

採用及び任期の更新について準用する。この場合において、同条

第１項中「育児休業法第６条第１項」とあるのは「育児休業法第

１８条第１項」と、同条第２項中「条例第６条」とあるのは「条例

第１８条において準用する条例第６条」と読み替えるものとする。

（部分休業の承認の請求手続等）

第１３条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書（様式第５

号）により行うものとする。

２ 第４条第２項の規定は、部分休業の承認の請求があった場合に

ついて準用する。

（部分休業に係る子が死亡した場合等の届出）

第１４条 第６条の規定は、部分休業に係る子が死亡した場合等の届

出について準用する。

様式第１号（第３条 関係） 育児休業等計画書

（部分休業の承認の請求手続等）

第５条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書（様式第４

号）により行うものとする。

２ 第２条第２項の規定は、部分休業の承認の請求があった場合に

ついて準用する。

（部分休業に係る子が死亡した場合等の届出）

第６条 第４条の規定は、部分休業に係る子が死亡した場合等の届

出について準用する。

様式第１号（第１条の２関係） 育児休業計画書

育児休業等計画書

省略

氏名 �

育児休業計画書

省略

氏名 �

請 求 の 別 □ 育児休業 □ 育児短時間勤務

省略 省略

請求者の計

画

請 求 期 間

省略

請求者の育

児休業計画

育 児 休 業

請 求 期 間

省略

再度の請求

予 定 期 間

省略 再度の育児

休 業 請 求

予 定 期 間

省略

配偶者の養

育計画

省略

配偶者の養

育計画

省略

子を養育す

るための方

法

□ 育児休業

□ 育児短時間勤務

□ 育児休業以外の休業・休暇

□ その他（ ）

子を養育す

るために利

用する制度

等

□ 育児休業

□ 育児休業以外の休業・休暇

□ その他（ ）

省略 省略

注１ 育児休業等計画書は、育児休業承認請求書（様式第２

号）と同時に（記載事項に変更が生じた場合にあっては、

遅滞なく）提出すること。

２・３ 省略

４ 請求期間 の欄は、育児休業承認請求書に記載し

た請求期間を記入すること。

５ 養育予定期間の欄は、請求者の請求期間満了日

の翌日から再度の請求予定期間

の初日の前日までの期間（３月以上の期間に限る。）を

記入すること。

６ 省略

様式第２号（第４条、様式第１号関係） 省略

様式第３号（第６条関係） 養育状況変更届

注１ 育児休業計画書 は、育児休業承認請求書（様式第２

号）と同時に（記載事項に変更が生じた場合にあっては、

遅滞なく）提出すること。

２・３ 省略

４ 育児休業請求期間の欄は、育児休業承認請求書に記載し

た請求期間を記入すること。

５ 養育予定期間の欄は、請求者の育児休業における育児休

業請求期間の満了日の翌日から再度の育児休業請求予定期

間の初日の前日までの期間（３月以上の期間に限る。）を

記入すること。

６ 省略

様式第２号（第２条、様式第１号関係） 省略

様式第３号（第４条関係） 養育状況変更届

省略 省略

届

出

□ 育児休業等に係る子を養育しなくなった。

□ 同居しなくなった。 □ 負傷又は疾病

届

出

□ 休業 に係る子を養育しなくなった。

□ 同居しなくなった。 □ 負傷又は疾病
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の

事

由

□ その他（ ）

□ 育児休業等に係る子を配偶者が常態として養育でき

ることとなった。

□ 育児休業等に係る子が死亡した。

□ 育児休業等に係る子と離縁した。（養子縁組の取消

しを含む。）

□ 育児休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組に

より終了した。

□ その他（ ）

の

事

由

□ その他（ ）

□ 休業 に係る子を配偶者が常態として養育でき

ることとなった。

□ 休業 に係る子と離縁した。（養子縁組の取消

しを含む。）

□ 休業 に係る子との親族関係が特別養子縁組に

より終了した。

□ その他（ ）

省略 省略

注 省略

様式第５号（第１３条関係） 省略

注 省略

様式第４号（第５条関係） 省略

第２２条 職員の育児休業等に関する規則の一部を次のように改正する。

様式第３号の次に次の１様式を加える。
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様式第４号（第１０条、様式第１号関係） 育児短時間勤務承認請求書

育 児 短 時 間 勤 務 承 認 請 求 書
年 月 日

任命権者 様
所 属

請求者 職 名
氏 名 �

請 求 に 係 る 子 請求者以外の請求に係る子の親

氏 名 氏 名

請求者との
続 柄

請求に係る子
との同居又は
別 居 の 別

□ 同居 □ 別居

生 年 月 日 年 月 日 就業の有無 □ 有 □ 無

□ 育児短時間勤務 □ 育児短時間勤務の期間の延長

請求の内容 □ 再度の育児短時間勤務

特別の事情

請 求 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

勤務の形態
週 時間勤務

（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１２条第１項
□第１号 □第２号 □第３号 □第４号 □第５号 の勤務の形態）

勤務の日及び
時間

月（ ： ～ ： ） 火（ ： ～ ： ）
水（ ： ～ ： ） 木（ ： ～ ： ）
金（ ： ～ ： ）

請求に係る子に
ついて既に育児
短時間勤務をし
た期間

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

備 考

注１ 子の出産前に請求する場合にあっては、請求に係る子の欄は、当該子の出産後速やかに記入するものとし、
請求期間の欄は、出産予定日以後の期間を記入すること。

２ □のある欄は、該当のものにレ印を付けること。
３ 特別の事情の欄は、再度の育児短時間勤務が必要な特別の事情を記入すること。
４ 勤務の日及び時間の欄に掲げられていない日に勤務を希望する場合にあっては、備考の欄に勤務の日及び
時間を記入すること。

５ 備考の欄には、請求に係る子以外に小学校就学前の子を養育する場合にあっては当該子の氏名、請求者と
の続柄及び当該子の生年月日を、請求に係る子が養子の場合にあっては養子縁組の効力が生じた日を、請求
に係る子以外の子について現に育児短時間勤務の承認を受けている場合にあってはその旨並びに当該承認に
係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等を記入すること。

愛 媛 県 報平成２０年３月２１日 第１９４８号
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附 則

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則１２－５５
職員の自己啓発等休業に関する規則を次のように定める。

平成２０年３月２１日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

職員の自己啓発等休業に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例（平成１９年愛媛県条例第５９号。以下「条例」という。）第３条、第１１条第２項及

び第１２条の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

（大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合）

第２条 条例第３条の人事委員会規則で定める場合は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９７条に規定する大学院の課程（同法第１０４条

第４項第２号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。）又はこれに相当する外国の大学（これに準ず

る教育施設を含む。）の課程であって、その修業年限が２年を超え、３年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

（自己啓発等休業の承認の申請手続）

第３条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認（期間延長）申請書（別記様式）により、自己啓発等休業を始めようとする

日の１月前までに行うものとする。

２ 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求め

ることができる。

（自己啓発等休業の期間の延長の申請手続）

第４条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

（報告に係る書類の提出）

第５条 第３条第２項の規定は、条例第９条第１項の規定による報告について準用する。

（退職手当の取扱い）

第６条 条例第１１条第２項の規定により読み替えて適用する愛媛県退職手当条例（昭和２９年愛媛県条例第３号。以下「退職手当条例」とい

う。）第７条第４項の人事委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

� 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後にお

いても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日までに、任命権者が人事

委員会の承認を受けたこと。

� 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２９条の規定による懲戒

処分（懲戒免職の処分を除く。）又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

� 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間（退職手当条例第７条第５項の規定により職員としての引き

続いた在職期間に含むものとされる期間並びに退職手当条例第７条の４第１項及び第６項の規定により職員としての引き続いた在職期

間とみなされる期間を含む。）が５年に達するまでの期間中に退職したものでないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、こ

の限りでない。

ア 通勤（退職手当条例第４条第２項に規定する通勤をいう。以下同じ。）による負傷若しくは病気（以下「傷病」という。）若しく

は死亡により退職した場合又は退職手当条例第５条第１項に規定する公務上の傷病若しくは死亡（他の法令等の規定により公務とみ

なされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。）により退職した場合

イ 法第２８条の２第１項の規定により退職した場合（法第２８条の３第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限の到来に

より退職した場合を含む。）又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合

ウ 退職手当条例第７条の４第４項及び第５項、第８条第３項並びに第１４条の規定に該当し退職した場合

２ 前項第３号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

� 法第２８条第２項の規定による休職の期間（通勤による傷病若しくは退職手当条例第５条第１項に規定する公務上の傷病（他の法令等

の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。）により法第２８条第２項第１号に掲げる事由に該当し、又は職員の分

限に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第４３号）第２条に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。）

� 法第２９条第１項から第３項までの規定による停職の期間

� 法第５５条の２第１項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間

� 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条第１項の規定による育児休業をした期間

� 自己啓発等休業をした期間

� 前各号の期間に準ずる期間

附 則

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

愛 媛 県 報平成２０年３月２１日 第１９４８号
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別記様式（第３条関係） 自己啓発等休業承認（期間延長）申請書

自 己 啓 発 等 休 業 承 認 （ 期 間 延 長 ） 申 請 書
年 月 日

任命権者 様
所 属

提出者 職 名
氏 名 �

申 請 の 区 分
□ 自己啓発等休業
□ 期 間 の 延 長

自 己 啓 発 等 大
学
等
課
程
の
履
修

大 学 等 の 名 称
（ 所 在 地 ） （ ）

休 業 の 内 容
課 程 （ 修 業 年
限）

（ 年 ）

履 修 の 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

国
際
貢
献
活
動

活 動 組 織

活 動 国 ・ 地 域

活 動 内 容

活
動
期
間

国 内 訓 練 年 月 日から 年 月 日まで

活動国滞在 年 月 日から 年 月 日まで

申請（延長）の期
間

年 月 日から 年 月 日まで

既に自己啓発
等休業をして
いる期間

年 月 日から 年 月 日まで

備 考

注１ 不要の文字は、抹消すること。
２ □のある欄は、該当のものにレ印を付けること。
３ 活動組織の欄には、青年海外協力隊、シニア海外ボランティア、国連ボランティア等の参加する組織を記
入すること。

４ 国内訓練の欄には、独立行政法人国際協力機構が行う派遣前訓練等の準備行為に参加する期間を記入する
こと。

５ 備考の欄には、以前に自己啓発等休業をした場合における当該自己啓発等休業の内容（大学等課程の履修
又は国際貢献活動の別及び休業期間）、自己啓発等休業の期間を延長する場合における当該自己啓発等休業
の期間の延長を申請する理由その他任命権者が承認の可否を判断するに当たって必要とする事項を記入する
こと。

６ この申請書には、次の内容が確認できる書類を添付すること。
� 大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容及び期間
� �の内容に関する照会先

愛 媛 県 報平成２０年３月２１日 第１９４８号
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公安委員会規則

�愛媛県公安委員会規則第３号
愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年３月２１日

愛媛県公安委員会委員長 木 綱 俊 三

愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則

愛媛県警察組織規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次

第１章 総則（第１条）

第２章 組織

第１節 職制（第２条－第２０条）

第２節 警察本部

第１款 分課（第２１条－第５５条）

第２款 警察学校（第５６条）

第３款 部の附置機関（第５７条）

第４款 課又は隊の附置機関（第５８条－第７７条の２）

第５款 組織及び運営（第７８条）

第３節 警察署（第７９条・第８０条）

第４節 所掌事務に関する特例措置（第８１条）

第３章 補則（第８２条）

附則

（企画官及び監察官）

第７条 警務部に、企画官及び監察官を置き、警視の階級にある警

察官をもって充てる。

２ 企画官は、上司の命を受け、警察運営の企画及び調整に関する

事務並びに特に命ぜられた事務を掌理し、当該所属の職員を指揮

監督する。

３ 省略

（捜査第一課）

第３８条 捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 捜査支援に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（刑事指導捜査支援室）

第７３条 捜査第一課に、刑事指導捜査支援室を附置する。

２ 刑事指導捜査支援室は、第３８条第１号から第８号（手口捜査に

限る。）までの事務をつかさどる。

３ 刑事指導捜査支援室に、室長を置き、警視の階級にある警察官

をもって充てる。

４ 室長は、上司の命を受け、刑事指導捜査支援室の事務を掌理し、

部下職員を指揮監督する。

第７７条 省略

（災害対策室）

第７７条の２ 警備課に、災害対策室を附置する。

目次

第１章 総則（第１条）

第２章 組織

第１節 職制（第２条－第２０条）

第２節 警察本部

第１款 分課（第２１条－第５５条）

第２款 警察学校（第５６条）

第３款 部の附置機関（第５７条）

第４款 課又は隊の附置機関（第５８条－第７７条 ）

第５款 組織及び運営（第７８条）

第３節 警察署（第７９条・第８０条）

第４節 所掌事務に関する特例措置（第８１条）

第３章 補則（第８２条）

附則

（監察官）

第７条 警務部に、 監察官を置き、警視の階級にある警

察官をもって充てる。

２ 省略

（捜査第一課）

第３８条 捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（刑事指導室）

第７３条 捜査第一課に、刑事指導室 を附置する。

２ 刑事指導室 は、第３８条第１号から第６号

までの事務をつかさどる。

３ 刑事指導室 に、室長を置き、警視の階級にある警察官

をもって充てる。

４ 室長は、上司の命を受け、刑事指導室 の事務を掌理し、

部下職員を指揮監督する。

第７７条 省略

愛 媛 県 報平成２０年３月２１日 第１９４８号
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公安委員会訓令

２ 災害対策室は、第５４条第６号から第１０号までの事務のうち災害

警備その他災害対策に関する事務をつかさどる。

３ 災害対策室に、災害対策官を置き、警視の階級にある警察官を

もって充てる。

４ 災害対策官は、上司の命を受け、災害対策室の事務を掌理し、

部下職員を指揮監督する。

附 則

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

�愛媛県公安委員会訓令第２号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２０年３月２１日

愛媛県公安委員会委員長 木 綱 俊 三

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 部長専決事項

�・� 省略

� 生活安全部長

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 部長専決事項

�・� 省略

� 生活安全部長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

銃砲刀剣類

所持等取締

法

１ 第４条第１項第１号の規定による猟銃又は空気

銃の所持許可

２ 第４条第１項第４号の規定によるけん銃又は空

気けん銃の所持許可

３ 第４条第１項第５号の規定による運動競技用信

号銃又はけん銃の所持許可

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

銃砲刀剣類

所持等取締

法

１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

省略 省略

�・� 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 生活安全企画課長

�・� 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 生活安全企画課長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

犯罪による

収益の移転

１ 第９条第１項の規定による特定事業者の疑わし

い取引の届出の受理
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防止に関す

る法律（平

成１９年法律

第２２号）

２ 第９条第３項の規定による国家公安委員会への

通知

３ 第１３条の規定による特定事業者に対する業務報

告及び資料提出の要求（警察本部に勤務する警察

職員に行わせる場合に限る。）

４ 第１４条第１項の規定による立入検査の実施（警

察本部に勤務する警察職員に行わせる場合に限る。）

５ 第１５条の規定による特定事業者に対する指導、

助言及び勧告（警察本部に勤務する警察職員に行

わせる場合に限る。）

６ 第１６条の規定による特定事業者に対する是正命

令

犯罪による

収益の移転

防止に関す

る法律施行

規則（平成２０

年内閣府、総

務省、法務

省、財務省、

厚生労働省、

農林水産省、

経済産業省、

国土交通省

令第１号）

１ 第１８条第２項の規定による身分証明書の発行

�～� 省略

別表３（第４条関係）

警察署長の専決事項

�～� 省略

別表３（第４条関係）

警察署長の専決事項

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

銃砲刀剣類

所持等取締

法

１～４ 省略

５ 第４条第１項の規定による銃砲（同項第１号の

猟銃又は空気銃、同項第４号のけん銃又は空気け

ん銃及び同項第５号の運動競技用信号銃又はけん

銃を除く。）又は刀剣類の所持許可

６～５８ 省略

銃砲刀剣類

所持等取締

法

１～４ 省略

５ 第４条第１項の規定による銃砲

又は刀剣類の所持許可

６～５８ 省略

省略 省略

探偵業の業

務の適正化

に関する法

律施行規則

（平成１９年

内閣府令第

１９号）

省略 探偵業の業

務の適正化

に関する法

律施行規則

（平成１９年

内閣府令第

１９号）

省略

犯罪による

収益の移転

防止に関す

る法律

１ 第１３条の規定による特定事業者に対する業務報

告及び資料提出の要求（当該警察署に勤務する警

察職員に行わせる場合に限る。）

２ 第１４条第１項の規定による立入検査の実施（当

該警察署に勤務する警察職員に行わせる場合に限

る。）

３ 第１５条の規定による特定事業者に対する指導、
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選挙管理委員会告示
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�愛媛県選挙管理委員会告示第１０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２０年３月２１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２０７，７８９

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，１５６

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６７，９６５

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

助言及び勧告（当該警察署に勤務する警察職員に

行わせる場合に限る。）

道路交通法 省略 道路交通法 省略

省略 省略

附 則

この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第１１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第２０条第１項の規定に基づく同法第１２条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書に

ついて、訂正の届出があった。

その要旨は、次のとおりである。

平成２０年３月２１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

政治団体の収支報告書の要旨

第１２条関係

平成１６年分

資金管理団体

（訂正後）

政治団体の名称 三宅浩正後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 三宅 浩正

資金管理団体の届出に係る公職の種類 愛媛県議会議員

報告年月日 Ｈ１７．３．２３

１ 収 入 総 額 ３，０４９，５６７円

前年繰越額 ７４，５６７円

南 宇 和 郡 ２２，３９９ ７，４６７

松山市・上浮穴郡 ４２６，１０２ １３７，６８４

今 治 市 ・ 越 智 郡 １５１，５００ ５０，５００

宇和島市・北宇和郡 ８８，６６１ ２９，５５４

八幡浜市・西宇和郡 ４４，４８０ １４，８２７

新 居 浜 市 １０３，１６２ ３４，３８８

西 条 市 ９４，００１ ３１，３３４

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５７，６５６ １９，２１９

伊 予 市 ３２，８７２ １０，９５８

四 国 中 央 市 ７６，８１８ ２５，６０６

西 予 市 ３７，７７９ １２，５９３

東 温 市 ２８，３０１ ９，４３４

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，０５８ １４，６８６
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本年収入額 ２，９７５，０００円

２ 支 出 総 額 １，４９３，９６５円

３ 翌 年 繰 越 額 １，５５５，６０２円

４ 本年収入の内訳

寄附 ２，６２９，５００円

個人分 ２，６２９，５００円

機関紙誌の発行その他の事業による収入 ３４３，０００円

政治資金パーティー開催事業 ３４３，０００円

その他の収入 ２，５００円

１件１０万円未満のもの ２，５００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

三 宅 浩 正 ３５０，０００円 松 山 市

田 中 孝太郎 ５２５，０００円 松 山 市

寺 田 太 郎 １，０００，０００円 松 山 市

宮 竹 勝 也 ５００，０００円 松 山 市

西 山 恵美子 ５０，０００円 松 山 市

栗 原 加津子 ５０，０００円 松 山 市

年間５万円以下のもの １５４，５００円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ９８７，６５４円

人件費 ８４４，４５０円

備品・消耗品費 ３０，４７６円

事務所費 １１２，７２８円

政治活動費 ５０６，３１１円

組織活動費 ４９，８７０円

機関紙誌の発行その他の事業費 ４５２，５５０円

宣伝事業費 ７５，８２５円

政治資金パーティー開催事業費 ３７６，７２５円

寄附・交付金 ３，０００円

その他の経費 ８９１円

（訂正前）

政治団体の名称 三宅浩正後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 三宅 浩正

資金管理団体の届出に係る公職の種類 愛媛県議会議員

報告年月日 Ｈ１７．３．２３

１ 収 入 総 額 ３，０４９，５６７円

前年繰越額 ７４，５６７円

本年収入額 ２，９７５，０００円

２ 支 出 総 額 １，４９３，９６５円

３ 翌 年 繰 越 額 １，５５５，６０２円

４ 本年収入の内訳

寄附 ２，６２９，５００円

個人分 ２，６２９，５００円

機関紙誌の発行その他の事業による収入 ３４３，０００円

政治資金パーティー開催事業 ３４３，０００円

その他の収入 ２，５００円

１件１０万円未満のもの ２，５００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

三 宅 浩 正 ３５０，０００円 松 山 市
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田 中 孝太郎 ５２５，０００円 松 山 市

寺 田 太 郎 １，０００，０００円 松 山 市

宮 竹 勝 也 ５００，０００円 松 山 市

年間５万円以下のもの ２５４，５００円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ９８７，６５４円

人件費 ８４４，４５０円

備品・消耗品費 ３０，４７６円

事務所費 １１２，７２８円

政治活動費 ５０６，３１１円

組織活動費 ４９，８７０円

機関紙誌の発行その他の事業費 ４５２，５５０円

宣伝事業費 ７５，８２５円

政治資金パーティー開催事業費 ３７６，７２５円

寄附・交付金 ３，０００円

その他の経費 ８９１円

第１２条関係

平成１８年分

資金管理団体

（訂正後）

政治団体の名称 三宅浩正後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 三宅 浩正

資金管理団体の届出に係る公職の種類 愛媛県議会議員

報告年月日 Ｈ１９．３．２２

１ 収 入 総 額 ６，１６０，３１３円

前年繰越額 ４７５，７８７円

本年収入額 ５，６８４，５２６円

２ 支 出 総 額 ４，４７５，２０４円

３ 翌 年 繰 越 額 １，６８５，１０９円

４ 本年収入の内訳

寄附 ５，４０２，０００円

個人分 ５，４０２，０００円

機関紙誌の発行その他の事業による収入 ２７１，５００円

「ホンネで正論選集」機関紙 ３５，５００円

「平成１８年新年会」催物事業 １５４，０００円

「卒業記念ライブ」催物事業 ８２，０００円

その他の収入 １１，０２６円

１件１０万円未満のもの １１，０２６円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

梅 本 康 人 ８０，０００円 松 山 市

岡 本 治 ２０１，０００円 松 山 市

新 矢 一 １００，０００円 松 山 市

寺 田 太 郎 １，００１，０００円 松 山 市

豊 永 充 洋 １００，０００円 伊 予 市

橋 本 絹 恵 １００，０００円 松 山 市

古 川 大 介 １００，０００円 松 山 市

三 宅 俊 江 １，５００，０００円 松 山 市

三 宅 浩 正 ４００，０００円 松 山 市

三 宅 美 香 ８００，０００円 松 山 市

西 嶋 理 ５０，０００円 松 山 市

年間５万円以下のもの ９７０，０００円

愛 媛 県 報平成２０年３月２１日 第１９４８号

２４４



６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １，８０７，９９１円

人件費 ９１９，２５０円

光熱水費 １，９５０円

備品・消耗品費 １８１，５９０円

事務所費 ７０５，２０１円

政治活動費 ２，６６７，２１３円

組織活動費 ２，０４５，４３３円

機関紙誌の発行その他の事業費 ４９０，４１９円

機関紙誌の発行事業費 １２１，８００円

宣伝事業費 １５８，６１９円

その他事業費 ２１０，０００円

調査研究費 １０６，１２２円

寄附・交付金 １２，０００円

その他の経費 １３，２３９円

（訂正前）

政治団体の名称 三宅浩正後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 三宅 浩正

資金管理団体の届出に係る公職の種類 愛媛県議会議員

報告年月日 Ｈ１９．３．２２

１ 収 入 総 額 ６，１６０，３１３円

前年繰越額 ４７５，７８７円

本年収入額 ５，６８４，５２６円

２ 支 出 総 額 ４，４７５，２０４円

３ 翌 年 繰 越 額 １，６８５，１０９円

４ 本年収入の内訳

寄附 ５，４０２，０００円

個人分 ５，４０２，０００円

機関紙誌の発行その他の事業による収入 ２７１，５００円

「ホンネで正論選集」機関紙 ３５，５００円

「平成１８年新年会」催物事業 １５４，０００円

「卒業記念ライブ」催物事業 ８２，０００円

その他の収入 １１，０２６円

１件１０万円未満のもの １１，０２６円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

梅 本 康 人 ８０，０００円 松 山 市

岡 本 治 ２０１，０００円 松 山 市

新 矢 一 １００，０００円 松 山 市

寺 田 太 郎 １，００１，０００円 松 山 市

豊 永 充 洋 １００，０００円 伊 予 市

橋 本 絹 恵 １００，０００円 松 山 市

古 川 大 介 １００，０００円 松 山 市

三 宅 俊 江 １，５００，０００円 松 山 市

三 宅 浩 正 ４００，０００円 松 山 市

三 宅 美 香 ８００，０００円 松 山 市

年間５万円以下のもの １，０２０，０００円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １，８０７，９９１円

人件費 ９１９，２５０円

光熱水費 １，９５０円

備品・消耗品費 １８１，５９０円

愛 媛 県 報平成２０年３月２１日 第１９４８号

２４５



事務所費 ７０５，２０１円

政治活動費 ２，６６７，２１３円

組織活動費 ２，０４５，４３３円

機関紙誌の発行その他の事業費 ４９０，４１９円

機関紙誌の発行事業費 １２１，８００円

宣伝事業費 １５８，６１９円

その他事業費 ２１０，０００円

調査研究費 １０６，１２２円

寄附・交付金 １２，０００円

その他の経費 １３，２３９円

平成２０年３月２１日 発行
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